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は　　じ　め　に

　ここでの分析課題は，わが国の１８８０年代（明治１０年代）の階級構成を明らかに

することである 。

　１８８０年代といえば，自由民権運動が闘われていた時代である 。１８８０年（明治

１３）には，国会の開設 ・地方自治権の確立 ・地租軽減 ・条約改正をかかげた国

会開設請願運動に２０数万人にも及ぶ人々が参加した。そこには士族ばかりでな

く豪農や　般農民もふくまれており ，その意味ではまさに国民的規模をもっ て

いたということができる 。この闘いのなかから自由党や立憲改進党が結成され ，

一院制か二院制かのちがいはあ ったが，ともに国民主権を主張する私擬憲法を

かかげ，その実現を政府にせまっ た。 だが，８３年後半にはいるや，運動は分裂

し衰退した。そして，没落する農民たちは在地の急進的自由党員に指導されな

がら質地の返還闘争にたちあが っていく 。

　自由民権運動は形成途上の天皇制国家に正面から対決した運動であるが，先

進諸国でのブノレジ ョア革命のような経済的 ・政治的汰十分な基礎がなか ったに

もかかわらず，な畦このように早くフノレショ ア民主主義運動が展開されたのか

ということについては，まだしっ かりした説明がなされてはいない。自由民権
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運動は，政治闘争であるから政治的要因をぬきにしては説明できたいことはい

うまでもない。しかし，なぜ広範な国民運動にまでひろが ったかという問題は ，

当時の経済的諸条件をぬきにしては語ることができたいことも事実である 。

　そこで，ここでは経済過程の変化を追及し，当時の階級構成について検討し

てみることにしたい 。

１　職　業　構　成

　まず，この時期の職業構成について検討してみよう 。

　この時期の職業構成を知る上での史料としては，幾つかのものがある 。『帝

国統計年鑑』１～８ ，ｒ農商務統計表」１～３ ，各府県ｒ統計書』，ｒ維新以後

帝国統計材料彙纂』，ｒ興業意見』（ｒ明治前期財政経済史料集成」１８巻の１ ，所収） ，

細川広世編ｒ日本帝国形勢総覧』（明治１９年刊）たどがそれである 。なかでも ，

ｒ維新以後統計材料彙纂』は明治５ ，７ ，８ ，９ ，ユ１～４２年までの職業別有業

人口を調査しているので有益である 。ただし，１１～４２年は表１に示すような分

類をとっ ていないため，記載事項が一致していない。ｒ維持以後帝国統計材料

彙纂』の１８７２～７６年（明治５～９）と同じ様式で ，１８８３年（明治１６）の有業老構

成を示しているのは『興業意見」である 。

　そこで ，まずこの二つの史料をもとにして，この時期の有業者の状況をみて

みよう 。表１がそれである 。『興業意見』は全人口を掲載しているため合計人

数が多くなり ，それにともな ってｒ不明」が多く記載されている 。だから，７２
，

７６年と比較するためには，「不明」の分を除かなげれぱならない。そうすると ，

８３年の有業者の合計人数は２，１６８万９千人となる 。この表からは っきり判るこ

とは，どの年次をとっ てみても，農業従事者が圧倒的に多いことである 。１８８３

年には７２年とくらべると２０７万人，７６年に比しても１２０万人も増えている 。こ

れは，７２～７６年の調査が不完全であ ったことにもよると考えられるが，その点

は一応問わたいとすると ，農業従事者は有業人口のそれぞれ７７１劣，７７２劣
，
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表１

　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第１号）

職業別有業人口の変化　　７７．７〃というようにな っている 。

　　　　　　（千人）

職名 明治５ 明治９ 明治１６

農業
１４，７８７ １５，６５７ １６ ，８５７

漁業 ４ ７ ２６

工業 ７１９ ７４９ ７９３

商業
１， ３２９ １， ３５８ １， ４４３

雑業
１， ８０２ １， ９２２ ２， ０３１

雇人
４０５ ４０１ ３４５

医師 ３４ ３４ ３５

学者 ９ １２ １２

神官 ４ １２ １３

兵隊
２８ ５５ ３１

警官 １

修業人 ２ ７

従者
３５ １６ １５

不明
１５，３２８

計 １９ ，１７９ ２０，２８３ ３７，０１７

注： ｒ維新以後帝国統計材料彙纂』およ

　び『興業意見』より作成

ことからも明らかである 。すたわち ，

８３年には７６年より１０万９千人増加している 。だから，８３年には７２年よりも２２

万９千人も増えたことになる 。この増加現象の過程は，地租改正による金納の

強制，秩禄処分による士族の解体，それに松方財政とよぽれるデフレと増税政

策が進行した時期，つまり目本の資本の原始的蓄積が強行された時期である 。

これらの諸政策の進行過程で多くの農民が没落を余儀なくされ，また士族の多

くがこの雑業層や工業者に転化してい った。こうして，雑業者は７２年には有業

者の９．４劣，７６年には９．５劣，８３年にも９．４劣という高い比率を占めるにいた っ

た。

　次に多いのが商業者である 。この商業者といわれるものも卸冗，仲買は確か

な資金をもっ た商人であるが，小売商のなかには露店商人や行商人をはじめ ，

菓子類 ・荒物類 ・履物類なとの資金がなくてもできるその目暮しの人々が多い 。

　工業に分類されている人々も年々増えつづげており ，７６年には３万人，８３年

にはさらに４万４千人増加している 。この工業には大工，左官，鍛冶，舟大工，

　　　　　　　　　　　　　　　　（２２）

　次いで雑業者が多いことが注目される 。雑

業者というのは，ｒ維新以後帝国統計材料彙

纂』の分類によると，風呂屋，石灰焼，目雇，

仲仕，博労，賃臼，牧畜，炭焼，渡舟，水車，

貸座敷，茶製，鐵療者のことである 。この分

類はきわめて粗雑である 。というのは，牧畜 ，

茶製なとのように農業との結ぴつきが強いと

思われるものが雑業に入れられ，また貸座敷，

風呂屋たど商業に分類したはうが適当と思わ

れるからである 。しかし，全体としてみれば ，

これらの雑業者は土地から切り離された没落

農民と下級士族層であ ったことは確かである 。

このことは，時とともに著しく増加している

　　７６年には７２年に比べて１２万人も増え ，
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石工，金具師，桶屋，指物，彫り物，織物，桃燈帳，研師，傘帳，鋳物，表具 ，

ろくろ，下駄，簾師，線香，作庸，綿打，皮剥，筆墨，珠玉，玩具，皮細工 ，

鉱穣，縫物，木挽，髪結，塩浜，綿打，刻煙草，畳刺，染物，紙漉などが分類

されている 。舟大工，織物，鋳物，鉱穣，陶器などは工場経営への発展性をも

つものであるが，それ以外のものは工業というよりむしろ手内職的たものにし

か過ぎない。７６年から８３年にかげての急激な増加は，下級士族や没落農民の転

職と密接に関係しているように思われる 。『興業意見』が，工業者の８０劣を下

等老（１人１ヵ年の生活費２０円１５銭以下のもの）としているのは，工業従事者の種

類の多様さにもとづくものとい ってよい 。

　この表のたかで見落としてはならないのは，雇人の数が多いことである 。７２

年には４０万５千人，７６年には４０万１千人，８３年には３４万５千人に上っている 。

雇人というのは，ｒ緯新以後帝国統計材料彙纂』の分類によれば工業 ・商業 ・

農業の被傭者とされているから，明らかに労働者ということができる 。『興業

意見』は，これらの雇人の１００％を下等者として区分している 。

　表１の示す傾向は，農業従事者がいつの時期をとっ てみても最も多いが１そ

れ以外の職業従事老も次第にふえ，とくに雑業者の増加がきわだ ってくるとい

うことである 。このことは，さきにい った政府の強引な本源的蓄積政策によっ

てもたらされた諸変化の結果によるとい ってよかろう 。では，このような変化

が地域的にどのような違いを示しているかを見てみよう 。

　表２は，ｒ緯新以後帝国統計材料彙纂』が記載しているもののなかで，確か

められるかぎりでの府県別 ・年次別の職業別有業者数を表示したものである 。

福島，福井，鳥取三県の７９年度は知ることができない。しかし，地域ごとの特

徴を探るためには欠かすことができたいので，やむなく８２年度のみをかかげた 。

これによっ て見れば，およそ次のような特徴を指摘することができる 。

　もっとも顕著なことは，東京の雑業者の著しい増加である 。他の業種におい

ては目立った変化があらわれていないのに，雑業者の急激な増加は他地方から

の転入老の増加によるものと考えられる 。だからこそ，人口そのものも急増し

ているが，その増加数１９万２千７人のはとんとが雑業者の増加数（１６万３千人）
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　　立命館経済学（第３６巻 ・第１号）

表２　府県別 ・年次別有業者構成 （単位 ：千人）

府県農 　業１工 　業商 　業雑 　業 　計
　　　 ・・１・・１・・１・… 　１・… 　１・… 　１・・
青森　　１９９　　 １９８　　　 ７　　　 ５

福島　　　　　 ５６４　　　　　 １８

茨裁　 ５２０ 　５０５ 　　 ８　 １０

東京　　 ７８　　 ９２　　 ５４　　６０

山梨　　２２０　　２２８　　１２　　１２

滋賀　　３６０　　３０２　　１９　　１３

新潟　　７１６　　 ７０６　　 ４３　　 ４７

福井　　　　　 ２６５　　　　　 １９

鳥取　　　　　２１２　　　　　　４

三重　　４１８　　４３０　　２０　　２２

兵庫　　７１６　　６６１　　２０　　 ２３

山口 　４２５　４５５　１９　２０
高知　　２８８　　 ２６２　　　 １６　　　 ８

福岡　　４３６　　 ４８６　　 ２９　　 ３１

長崎　　５５５　　６５７　　２０　　３５

１７

２７

７６

１０

３７

５２

３３

５１

４９

６７

５５

５１

１６　　　　　４１　　　　　３０　　　　　２６４　　　　　２４９

４０　　　　　　　　　　　　　１９　　　　　　　　　　　　６４１　

３５　　　　　　２０　　　　　　２３　　　　　５７５　　　　　５７３

８５　　　　　６４　　　　　２２７　　　　２７２　　　　　４６４

１２　　　　　　４　　　　　　５　　　　　２４６　　　　　２５７

３２　　　　　５１　　　　　３７　　　　　４６７　　　　　３８４

６０　　　　　１３９　　　　　１４５　　　　　９５０　　　　　９５８

２９　　　　　　　７１　　　　　　　３８４

２３　　　　　　　　１　　　　　　　２４０

３７　　６５　　５４　５３５　５４３
５７　　　　　　９９　　　　　１２０　　　　　８８６　　　　　８６１

６０　３８４　３６２　８７７　８９７
４２　　　　　　５９　　　　　　７７　　　　　４３０　　　　　３８９

７１　　　　　　８１　　　　　１１６　　　　　６０１　　　　　７０４

９５　　　　　６６　　　　　７５　　　　６９２　　　　　８６２

注： 『維新以後帝国統計材料彙纂』より作成

によっ てもたらされているともい ってよい。もっとも，ここでも農業 ・工業 ・

商業とも増加しているが，雑業者の増加という特徴によっ てかき消される有様

である 。兵庫の場合も，他の業種の増加に比べて雑業者の増加が目立っている 。

すなわち，７９年の９万９千人から８２年には１２万人というように，２万１千人も

増えてい札工業の３千人，商業の６千人増と比べたとき，この雑業者の増加

はひときわ目だ っているというべきであろう 。そして，ここでのいま一つの大

きた変化は，農業従事者の７１万６千人から６６万１千人への５万５千人もの滅少

である 。人口そのものは３千人しか減っていないから，離農者のはとんとが雑

業層のたかに組み込まれたとみて差し支えない。福岡の場合にも，雑業者の増

加は著しく ，８万１千人から１１万６千人に増えている 。つまり３万５千人も増

えているのである 。この増加の大きな要因は，下級士族の転職によるものと思

われる 。というのは，士族戸数１万７，６０２（家族合計６万１，０９５人）のうち奉職者

が僅かに１，７２８人にしか過ぎなか ったからである（ｒ目本帝国形勢総撹』１０９頁参

照）。 しかし，この数だげでは雑業者の増加数を埋めることはできない。だか

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２４）
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ら， 他の職業からの転職者も多か ったとみなげればならない。ただ，ここでは

兵庫の場合と違って農業従事者が５万人も増加していることである 。この農業

従事者が自作農か小作農かは綿密な検討を必要とするが，後でみるように１８７７

年に小作地率がすでに４７劣に達し，８７年（明治２０年）には無所有農家が３万２００

戸もあるという状況から考えると ，恐らくは小作農であ ったと思われる 。ここ

での人口の増加が何にもとずくのかも問題となるが，工業の２千人の増加，商

業での１万６千人の増加というふうに他業種でもそれぞれ増加しているのであ

るから，農業およひ雑業者の増加は他県からの移住者としか考えられない 。

　以上の諸府県は，　般に先進地帯とよはれているところである 。それでは ，

中問地帯や後進地帯とよびたらされている地方ではどうであ ったのだろうか 。

ここでは，滋賀県の農業従事者の急激な減少，それに伴う人口の減少という際

立っ た現象を別にすれぼ，あまり変化はみられたいとい ってよい。しかし，仔

細にみれぱ，それぞれに変化していることは否定できない。というのは，これ

らの地帯でも工 ・商とりわけ雑業の増加をみいだすことができるからである 。

山口の場合の雑業者の彪大な存在は，おそらくは下級士族が多い（戸主１万

６， １２９人，戸主 ・家族合計５万５，５９７人，うち中央 ・地方奉職者３，００７人一ｒ日本帝国彩勢

総撞』１０９頁）ことによるものと思われるから，これは例外として取り扱ってよ

い。 高知県の場合もややそれに似ているが，ここでは農業人口が減少している

はかりでなく工 ・商従事者も減少しており ，その減少した分だけ雑業者と他県

への流出の増加として現れているとみられる 。この三県を除くと ，他の諸県の

変化はほほ同じである 。ただ，新潟県の異常な迄に多い雑業者は，ここでの農

民層分解の高さ（７７年に小作地率４２劣，８３年４９％，８７年５２％一後述）と併せて考えな

けれぼならない。以上に見たように，農業人口は圧倒的な比重を占めているが ・

時がたつにつれて工 ・商とりわけて雑業者が多くなるというのが・中 ・後進地

帯での大きな傾向としてとらえることができる 。

　では農業は変化しなかったのであろうか，また工 ・商 ・雑業ではどうであ っ

たのだろうか。この点に少したちいることにしよう 。

（２５）
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２　農民層の分解

　職業構成だげからみると，いずれの年をとっ てみても農業人口が圧倒的に多

く， ほとんど変化がたいような現象形態を示している 。しかし，実情は決して

そうではなか った。農業の構造も著しい変化を遂げつつあ ったのである 。

　１８７７年から８７年にかけての農業の変化を，ここでは農民層の分解と言う側面

から検討してみることにしよう 。これの検討に入る前に，７７年から８７年にかげ

ての経済的状況の変化を概観しておこう 。１８７７～８７年という時期は，農業はか

りでたく目本経済全体の大きな転換期ともいうべき１０年間であ った。この期問

に， 地租改正が強行され，アジア侵略のための軍備拡張をめざしたいわゆる松

方財政政策　テフレー：■ヨソ政策と租税増徴一が展開された。それとともに ，

官営軍事工場の拡張と政商への軍工場以外の官営事業の払い下げが強行された
。

これらの諸政策は，深く絡みあいながら　般農民の窮乏化を促進し，その多く

を没落させてい った 。

　１）地租改正　　地租改正のねらいは，作柄の豊凶にかかわらず，農民に一

定の地租を貨幣で納めさせ，国家財政の基礎を固めることであ った。開港以来

の輸入超過によっ て金 ・銀貨が著しく海外に流出し，国家財政は破綻に瀕して

いた。西郷隆盛らの征韓論にたいして，大久保利道らが内治優先をとなえて反

対したのもそのためである 。征韓派参議が下野した直後の１８７３年（明治６）１１月
，

大久保は内務省を創設して自ら参議と内務卿を兼ね，警察 ・戸籍 ・勧業という

内務行政の権限ぱかりでなく ，地方官の任免権も実質的に一手に握って大久保

独裁体制を固めた。そして，７５年（明治８）３月に地租改正事務局を開設し，農

民の反対運動を弾圧して改正を強行した 。

　政府は，　筆ことに地価を算定し，その地価の百分の三を地租とすることに

した。その地価算定にあた って，政府は種肥代（それも収穫額の僅か１５％）だげ

を必要経費と認めただげで，農具代 ・賃金部分 ・建物損料なとは一切認めなか

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６）
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った。また，資本還元という近代的方式で地価を算定するといいながら，資本

還元するさいの利子率が当時の実際のそれよりもかなり低い６劣（実際には１割

～２割）であ ったため，算定地価は大幅に高くな った。しかも ，収穫局も実際

より多く見込まれ，収穫金額を決めるための米価もその地方の高いものが基準

にされた。政府は，このようにあらゆる点から地価を高く算定しようとしたわ

けである 。それぱかりでなく ，あらかじめ各地方官にたいして地租額を内示し

（これを押付反米という），それを下回ることを許さなか った。もし違反すれぱ ，

知事は直ちに罷免された。このようにして高い地価が押し付げられ，高額の地

租が農民に課されることにな ったのである 。

　政府は，地租改正にあた って，地券を交付して土堆の所有権を法認し，また

売買の自由をも認めた。けれども ，それは直ちに近代的土地所有権が確立され

たことを意味しはしない。な普なら，地租は決して近代的租税ではなか ったか

らである 。近代的租税というのは，国民の代表者からなる議会の租税審議とい

う近代的手続と ，その額が純収益あるいは利潤の一部という内容のものでなけ

れはならない。ところが，この当時は，議会は存在せず，行政権はかりでたく

立法権も天皇制政府 ・官僚が独占した専制国家にほかならなか った。だから ，

地租は，その決定の仕方からしても近代的たものではなく ，また内容からして

も前近代的な絶対主義租税：半封建的地代であ った。つまり ，その土地所有権

はこの地租を背負 った所有権であり ，半封建地代から開放された自由な土地所

有権ではなか った 。

　政府が地券＝所有権を与えたのは，あくまで担税老を確定するためであ った 。

徳川中 ・末期から商品経済が発展するとともに，農民はもともと領主のもので

あっ た土地を自分の所有物とみなすようになり ，盛んに質入したり売買してい

た。 こうした事態が徳川封建制を根底において切り崩し，明治維新と天皇制国

家を生み出す基底ともな った。明治政府は，すでに進行していた農民の土地所

有を認めざるをえなか った。そして，認める代わりに地租納入の義務を負わせ

たわけである 。

　ついでながら，土地や財産の私的所有を認めたのは，天皇制国家だけではな

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７）
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く， 絶対主義国家に共通することであ った。な普なら，絶対主義は，農民的商

品経済が発展し，土地の所有と政治的支配権とが一体をなしていた封建領主体

制（国家と市民杜会の未分離的結合）がくずれ，それを全国統一的なものとして再

編した権力形態だからである 。だから，絶対主義国家は，生産物ぽかりでたく

土地や財産の私的所有と商品化を法認せざるをえなかったのである 。また，そ

うすることによっ て， 始めて絶対主義国家には資本の本源的蓄積政策が可能で

あっ たのである 。

　地租の金納化によっ て， 農民たちは納期以前に米を販売せざるをえなくな っ

た。 米穀市場がまだ十分に発展していなかった当時にあ っては，零細農民はか

りでたく多くの農民は，出来秋の米価の安い時に米穀商人に売らざるを得ず，

その結果生産費すらつくなうことが出来なかった。とりわげ，商品経済があま

り発展していない後進地帯ではそうであ った。地租改正が農民層の分解を促進

したのは，そのような事清からである 。

　２）松方財政の影響　　松方財政は，農民層分解に抽車をかけた。１８８２年に

開始された松方財政は，西南戦争以来の不換紙幣の濫発による財政の破綻を是

正するということで，財政政策の転換をはかろうとしたものである 。いわゆる

デフレ政策の採用である 。しかも ，その上に軍備拡張のために増税政策が断行

された。酒造税 ・煙草税を二倍も引き上げ，さらに府県庁の建設費 ・痘路提防

費・ 監獄費の国庫負担をやめて地方税負担といた。テフレによる米価の下落と

増税という一重の打撃で，税金滞納のため土地や財産の公売処分をうげたもの

が１８８３年に３万人余，８４年に８万余人，８５年に１０万８千人余，８６年にも６万人

以上に上った。その滞納の原因は貧困によるものが圧倒的であり ，８３年の滞納

老の７１％，８４年の７７％，８５年の８０％，８６年の７３％がそうであ った。このほかに ，

８３年から８６年にかけて売買された耕地が１億７，９６６万円余 ＝全耕地の１Ｚ１％
，

書・ 質入された耕地が４億８，３０６万円余 ＝全耕地の３２．６劣にも上 った。その売

買地価は８３年には地券記載額（券面高）１００円の９８．８劣であ ったのが，８６年に

は８８．４刎こ下 っていた。書 ・質入の場合はさらに低く ，８３年が７７．５劣，８６年が

６６．２％であ った 。
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　書 ・質入は土地を低当として借金することである 。書入というのは，借主は

貸主に地券だけを渡し，担保物件である土地はそのまま自分が耕して，金銭ま

たは土地の収益から利息を支払う方法であ。その期限は随思で，地租その他の

諸税は借主が負担する 。質入というのは，地券と土地を貸主に渡し，貸主がそ

の収益（作徳米）を利息に当てる方法であり ，期限も三年以内で地租や諸税も貸

主が負担する 。ただ，両方とも期限がくれぱ協議のうえ質流れ地とすることが

出来る 。

表３　売買 ・流地（券面額，単位千円）

府県名１売買額１流質額１比率１府県名１売買額１流質額１比率

青　　森　　３，４４９

秋　　田　　４，１７１

岩　　手　　　２，２７４

山　形　　５ ，１５４

宮　　城　　４，１０８

福島８
，３９１

栃　木　　５ ，８３９

茨　　城　　７，２５７

群馬４
，１３７

埼　　玉　　　９ ，１０９

東　　京　　１ ，５１３

千　葉　　３，２１０

神奈川　　３，４３３

山　　梨　　２，５２４

長　　野　　　５，５６１

静　岡　　４，７５４

愛知１０
，９２４

岐　阜　　４，４８８

三　　重　　　８，１０２

新潟４
，７２５

富　山　　５，７０８

福　　井　　　１ ，５６２

１．

９３６　３２石川
４．

０４０　３２滋賀
２．

７３３　２７京都
３．

６０６　２９犬阪
　？　　　 ？　　兵　　庫
５． ０４６　　３５　和歌山
４．

７１５　３８岡山
６．

９８５　３５広島
３．

２５５　２７山口
　６６７　１８鳥取
　５０８　　２０　　島　根
１．

０８４　９愛媛
　４３２　　１５　　徳　　島

　？　　　？　　高　　知
６．

５８６　３５福岡
７．

７１９　２９佐賀
９． ７２７ 　３２，長　崎
２．

８１１　２０熊本
５．

６５８　２６大分
７．

０３８　１９宮崎
２． ２０２　　２５　鹿児島
２． ６４３　　　１８

４． ６４６　　２．１６８　　２４

１， ２５３　　　　？　　　？
４． ５５８　　　　　　　　４６４　　　　　１９

６． ９０５　　１３．５７７　　２８

４． ９７０　　　　　１２．６９８　　　　　２４

４． ３７９　　　　　　２．８１３　　　　　　２５

１０．４２５　　　３０２　　２０

９． ８４７　　６．２８３　　３５

２， ４５５　　　　？　　　？
２． ８０２　　　４９９　　１７

３， ７９３　　　　？　　　？
１２，２１７　　　？　　？

６． ０３１　　２．５２９　　４０

４， ２１２　　　　？　　　？
１１ ，３６１　　　　　　　　　？　　　　　　　？

６． ０３１　　４．９８８　　４０

１． ７４２　　７．４５８　　１３

９． ０５６　　６．３３０　　４０

３． １０１　　１．０１７　　１５

２． ８０９　　１．３３２　　２４

３． ４１２　　２．５００　　２１

注：１）売買地価はユ８８３～８６年の合計，流質地価額は ・

　　 １８８４年のみ……栃木，埼玉，東京，神奈川。８５年のみ……千葉，岡山，鳥取，大分。８６年……京都。大阪 ，

　　福井，宮崎。８４＋８５年……群馬，茨城，静岡，岐阜，三重，和歌山，兵庫，富山，徳島，佐賀，鹿児島 。

　　 ８４＋８６年……岩手，青森，広島。８５＋８６年・一・新潟，石川，山形。８４～８６年
……愛知，長野，福島，秋田 ，

　　熊本である 。

　２）流質地価額は，（前年度残額十当年書　質入額）一（当年受戻額十当年残額）。

　３）比率は（売買地価十質流額）を耕地地伍総額で割 ったもの 。

　４）ｒ帝国統計年鑑』第６ ，７回より作成 。
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　１８８２年から８５年にかげて貸金会杜や銀行類似会杜が各地に続生し，これらを

通じて土地の移動が活発化した。その状況を示したのが表３である 。

　各府県の流質地の全部が集計できないため正確には判断できないが，表３に

よると ，東北 ・北関東 ・東山 ・九州とい った中 ・後進地帯の方が，南関東 ・東

海・ 近畿の先進地帯よりも耕地の移動率が多いことが知られる 。すなはち東北

地帯では耕地の移動率は２７％（岩手）から３５％（福島）であり ，北関東でも埼玉

の１８劣を別とすれぽ２７劣（群馬）から３８劣（栃木）というように高く ，東山では

長野の３５劣，九州では佐賀 ・熊本がともに全国最高の４０％を記録している 。宮

城は史料の関係から流質地が不明であるが，売買された土地は総地価額の１９％

にも上っており ，福島の２１．８刎こは及ぱたいげれども ，山移の１７％ ・岩手の

１２．５劣 ・秋田の１６．２劣よりも高い。このことから推測すれば，宮城でも流質地

はかたり多か ったと考えられる 。また，埼玉の場合にも流質地は８４年度だげの

ものであり ，売買額は３３．７劣にも上っているから相当数の流質地があ ったもの

と想定される 。というのは，茨城の売買地が総耕地地額の１７．８劣，群馬のそれ

が１５．３劣，栃木が２１．４劣だからである 。しかも，よく知られているように，こ

こ埼玉では困民党が結成されて質地返還闘争が激しく闘われたところである
。

このことから考えても，流質地は多数に上ったと思われる 。いずれにしても ，

僅か４年間で耕地の３分の１以上が移動するという激しさである
。

　これにたいして，南関東の場合には２０劣以下であり ，近畿でも２０％台にとど

まっ ている 。東海では愛知の３２劣はあるものの他の諸県では２０劣台である 。裏

目本では鳥取，福井が１年分だけしか判明しないが，他は２年分（富山，石川 ，

新潟）であるにもかかわらず，その比率は１７劣（鳥取）から２５劣（富山）に分布

している 。しかし，東京 ・神奈川 ・千葉はそれぞれ１年分であり ，また京都 ・

大阪も１年分しか判明しないにもかかわらず，大阪では流質額がきわめて多額

に上っている 。だから，ここではさらに多くの流質地があ ったものと想像され

る。 南関東の場合も，たとえぼ神奈川では困民党の活動が盛んであ ったことを

考えると ，ここでも流質地はここに挙げた数値よりはるかに多か ったと思われ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０）
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　このようにみてくると ，地租改正以後とりわげ松方財政政策の影響は全国的

に深刻なものであ ったが，とりわげ中 ・後進地帯に手酷い打撃を与えたと見る

ことが出来る 。しかも，その土地移動の多くが質流れという形態をとっ ている

ことに注目しておくべきである 。たしかに売買という形態をとっ た移動も多い

が， ほとんどの地域で質流れが売買とほぼ等しいか，あるいはそれを上まわ っ

ている 。とくに先進地帯ではそれが激しいことが知られる 。静岡 ・愛知 ・大阪

・兵庫たどがそれであり ，また巨大地主地帯といわれる新潟 ・秋田 ・岩手もそ

うである 。

　では，このような土地移動がどのような土地所有構成をもたらしたのであろ

うか？

３　土地所有の構成

　地租改正以後とりわけ松方財政が強行されるとともに，農民層の分解は急速

に進んだ。では，その農民層の分解によっ てどのような土地所有の構成ができ

あが ったかについて検討してみることにしよう 。

　表４は，小作地率（１８７７，８３～８４，８７年） ，農家戸数と小作農家戸数（８６年） ・

所有地価別戸数（８６年），耕地所有規模別戸数（８７年）を組み合わせたものであ

る。 この表によりながら，まず地帯別の特徴を見てみよう 。

　１）東北地帯　　東北６県では，小作地率は全体として見ると必ずしも高く

はない。けれとも ，秋田では７７年の推定率３０％から８７年には４３劣というように

１３劣も増えており ，青森でも１５劣から３１劣，宮城も１９劣から３０％，福島も９劣

から１８％，岩手も１８劣から２６劣というように，１０年の間に小作地率は著しい増

加を示している 。山形は殆んど変化していないように見えるが，ここでは，他

の東北諾県が８６年になると売買および書 ・質入ともに減少していくのに反して ，

却っ て多くなるという現象を示している 。例えば，売買券面高でみると ・岩手

が８４年に６１８千円，８５年に６０４千円であ ったのに８６年には４６３千円と減少して

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１）
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　３４ 　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第１号）

いるのに対Ｌ下，山形では８４年１，５３３千円，８５年１，６１５千円，８６年２，Ｏ０６千円

というように増加している 。書 ・質入の面でも ，岩手が８５年の１，６２５千円か

ら８６年の８０８千円に半減しているのに対して，山彩では８５年３，３６６千円 ・８６年

３， ２０８千円とな っている 。そして，表３でみたように，総耕地地価額の２７劣の

土地が売買および流質によっ て移動していた。だから，小作地率が停滞してい

るように見えるが，山彬でも農民層の分解は激しく進行していたと見るべきで

あろう 。また，小作地率が全国最低を示している福島県でも ，８３年から８５年に

かげての土地の移動率は３４．９刎こ及んでおり ，岩手（２７．５劣） ・秋田（３１．９劣）よ

りはるかに多か った。だからこそ，福島県の場合には小作地率が低いにもかか

わらず，小作農家が農家全体の２２％にも上ったと思われる 。

　では・東北６県の土地移動と小作地率の変化がどのような土地所有の構成を

もたらしたのであろうか。まず，所有地価別で見てみよう 。この点できわだ っ

ているのは・秋田と山形である 。１０万円以上の所有者が秋田（反当地価で計算す

ると５１０町歩以上となる）で１人，山形（同３８０町歩以上）で５人存在している 。５

万円以上の所有者は，東北６県で１０人存在している
。

　山彬の本問家は，幕末にすでに約１，３００町歩余の巨大土地所有者であ った 。

本問家のこのような大規模な土地集中の要因については，同家が山形全域の米

の集散地である酒田に位置していたため，庄内 ・米沢諸藩や幕府直領の租米の

取り扱いと金穀融通の関係をもつ商人資本家として致富し，庄内農業の一定の

生産力の発展を基盤とする農民層の分解を利用しながら土地を集積してい った

といわれている（山田盛太郎著ｒ日本農業生産カ構造」６４～７２頁，参照）。 これに対

して秋田や宮城の場合には，秋田の池田家（約１，ＯＯＯ町歩）や宮城の斎藤家（約

４５０町歩，１８９０年には１，１１５町歩）にみられるように，幕末期にその起点をもちた

がらも主要には明治にた ってから，商人＝高利貸資本家として，生産力の一

定度の発展（宮城で１８８２年反当１０９石，８６年１１８石。秋田で８２年１１２石，８６年１３４

石）があ ったとはいえ，なお低い生産力（８６年の全国平均１．４２石）にあえぐ農民

に吸着しつつ土地集積をおこた った（同上書，２４７～４９頁，参照）。

　地価１０万円以上の巨大地主は青森 ・岩手でも生まれていた。青森の地価５万

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４）



　　　　　　　　　　　　１８８０年代の階級構成（１）（後藤）　　　　　　　　　　　　　３５

円以上は平均反別地価で計算すると３１２町歩以上となり ，岩手でも３４７町歩以

上となる 。そうだとすると ，ここでも３００町歩以上の巨大地主がそれぞれ１名

づつ存在したことになる 。また，地価１万円以上はほぼ５０町歩にあたるから ，

青森で４９人，秋田で１３８人，岩手で２８人，山彩で１３５人，宮城で３７人，福島で

３０人以上も存在していることになる 。このような計算方式で所有地価別戸数と

所有耕地別戸数を組みかえると ，東北６県の１８８６～８７年の土地所有構成は表５

のようにたる 。

　　　　　　　　　　　　表５　〔推定〕土地所有構成　　　　　　　　（単位 ：戸）

県名１ ～５００町 一…町１ 一・・町１ 一１・町１
～５町 ～２町 ～１町

・町一１
無所有

青　　森 １ ４９ ６７９ ３， ８５６ ８， ２５８ １２ ，４９９ ２５ ，０７５ ９， ９４３

秋　　田 １ ５ ユ３８ ２， ４３９ ３， ９９６ ９， ６！０ １６ ，１４５ ３５ ，９０３ １４ ，２４５

岩　　手 ２ ２８ ７４５ ４， ４１５ １１ ，７３６ ２０ ，６５６ ４１ ，０９１ １５，９０２

山　　　彩 ５ １ １３５ ８３０ １０ ，４７２ ３， ３７５ １９ ，０１６ ４３ ，７２７ １２，５９８

宮　　城 １ ３７ ７８３ ３， ０６４ １３ ，６９６ １６ ，２０４ ３７ ，４３９ ４， ０５７

福　　島
３０ ４！９ ３， ４４５ １７ ，３４５ ３４ ，５２１ ６８ ，５９４ ５， ７１８

　これによると ，５０町歩以上の大地主が青森で５０名，秋田で１４４名，岩手で３０

名， 山移で１４１名，宮城で３８名，福島で３０名存在したことが判る 。そして ・５０

町歩未満から１０町歩を所有する地主層が，それぞれ６７９名，２，４３９名 ，７４５名
，

８３０名 ，７８３名，４１９名も存在していた。この対極には１町歩以下の所有者と無

所有者が数多く存在していた。青森ではこの数は３５，０１８戸，秋田では５０，１４８

戸， 岩手では５６，９９３戸，山形では５６，３２５戸，宮城では４１，４９６戸，福島では実に

７４，３１２戸にも上 っていた。１０町歩以上の地主層はいうまでもなく５町歩以上の

中小地主層の一部も含めて，青森では２万戸，秋田では３万８千戸余・岩手で

は２万５千戸余，山形では３万５千戸余，宮城では２万１千戸余，福島では２

万８千戸余の小作農家の上に鉾え立ち，その小作料に寄生していたのである 。

　寄生地主は，農業生産力の一定の成長を前提にして，商品経済の発展にとも

なう農民層の分解のなかから生まれてきた。しかし，その農業生産力は，依然

として鋤 ・鍬 ・鎌などの手工的な労働用具と長時間の肉体労働を根幹としたも

のであり ，しかも零細地片が錯綜しており ，零細錯圃耕作という小観模生産様
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式から脱脚しえてはいなか った。事実，牛馬耕の普及率はここ東北地帯では

１９０３年においても ，最も高い山形県で１７．４％であり ，岩手では僅かに１．２〃こ

しか過ぎなか った。だから，８６７年当時ではそれよりはるかに低か ったはずで

ある 。旧態依然たる労働過程であるから，生産力の発展とい っても大観模経営

を可能とする条件を備えてはいなかったのである 。この生産力の低さは経営揚

模の拡大を不可能とし，また風水害その他の自然災害による経営の危険性を他

者に転嫁して収益を確保するためには，集中した土地を小作に出す方がはるか

に安全であ った。ここから寄生地主制がうまれてきた。寄生地主は，小作人に

耕作権を与えず，いつでもその小作地を取い上げる権利を確保し，小作料も一

方的に決定した。だから，地主と小作との間には近代的契約関係は存在せず，

前近代的な関係が支配していた。それゆえに，地主 ・小作関係は前近代的 ■半

封建的性格をもつ生産関係といわねばならない。これは，単に東北ばかりでた

く， 全目本の農業を構造的に特徴つげた寄生地主 ・小作関係に共通する性格で

ある 。

　２）裏日本地帯（新潟 ・富山 ・石川 ・福井 ・鳥敢 ・島根）　裏目本地帯では小作

地率の異常たほどの高さが目につく 。これらの地帯では，福井と不明な石川を

別にすれぱ，すでに１８７７年（明治１０）の推定小作地率でも４０％を越えており
，

その後も増えつづけて，８７年には５０％をこえていることが知られる 。たかでも

富山においては，７７年の推定小作地率４９％が８７年には６０％という全国最高の小

作地率を示すほとにな っている 。新潟 ・鳥取 ・島根でも，すでに７７年にそれぞ

れ４２％，４８劣，４５劣という高い小作地率に達しているはかりでたく ，この３県

はその後も増えつづげ，５２劣，５４劣，４９％という全国でも有数の高い小作地率

地帯とな っている 。石川の場合には，８６年の４１％という数値がどのよう恋テソ

ポで進んできたかを知ることはできないが，８３～８５年の耕地の移動率２４劣から

考えると，この期問に小作地率の急激な増加があ ったものと思われる 。

　山陰地方では，８３年から８５年にかげての耕地の移動率が，表４によると鳥取

で１７％とな っているが，これは流質地が８５年度の１年分しか判明しないためで

ある 。売買地価だけで総耕地地価額の１４．６刎こ及んでおり ，８５年度の書 ・質入
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の年末現在額が５，７９８千円： 総耕地地価額の３０．３％もあることから考えると ，

実際の流質地はかたり多いと想定される 。島根でも小作地率は殆ど変化してい

ない。しかし，ここでも１８７７年にすでに小作地率は４５劣に達し，８３年には４８劣
，

そして８７年には４９％という全国でも有数の高い小作地率を示していることを念

頭におかたげれぼたらたい。ここでぱ売買された耕地地価額カミ総耕地地価額の

１０．７％に及んでおり ，しかも８５年度の書 ・質入残額カミ８，０７０千円＝ 総耕地地価

額の３０．９％もある 。だから，表４の示している小作地率が示しているように実

際には著しく地主 ・小作関係が進行しつつあ ったと思われる 。

　北陸地方に属する諸県では山陰諸県と比べた場合には耕地の移動率は極端に

低くな っており ，全国の各県と比較しても最低の水準にある 。というのは，富

山では２５劣，福井でも１８％，新潟でも１９劣という数値にな っているからである 。

北陸地方のこのような耕地移動の低さが何を物語るものであるかは，検討の余

地がある 。ただ県平均での小作地率の変化がなか ったからとい って，県下で全

く変動がなか ったということではたい。例えは，新潟について見れは，大地主

帯である北蒲原 ・中蒲原 ・中頸城 ・西蒲原 ・南蒲原 ・三島 ・岩船の諸郡では ，

８３年から８７年にかげて小作地率が減少している郡（北蒲原 ・南蒲原 ・三島）もあ

り， 中蒲原のように全く変化していない郡もある 。これとは対照的に古志 ・刈

羽・ 南魚沼郡のように，幕末～明治初年に地主制があまり発展していなか った

地域では，小作地率は８３年から８７年にかけて急速に増えている 。だから，地主

が在住する地域での小作地率に変化がなか ったからとい って，地主への土地集

積がなか ったというと決してそうではたい。例えば，古島敏雄 ・守田志郎氏が

明らかにされたＩ家の場合には，明治初年には１００町歩にすぎなか ったのが明

治２０年（１８８７）には地価１９万３，７１８円（推定７５０町歩）を所有するにいたり ，９７年

にはついに１，０６３町歩余を所有する巨大地主にな っている（古島 ・守田著ｒ目本

地主制史論』）。　Ｉ家ぽかりでなく ，巨大地主はその殆んどが村外や県外の土地

集積に乗り出しているのであるから，居村や県内だけの小作地率の変化や土地

移動だけから土地集積を論ずることはできない。このことは，新潟だげにかぎ

ったことではない。げれども，ここではそこまで立ち入って検討する余裕はた
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いので，ひとまず県下の小作地率と地主の土地集積との関連にだげ注目するこ

とにした 。

　ところで，裏目本の巨大地主は，その系譜をたどれはさまざまである 。例え

ぱ， 島根の田部家は，１８８０年代に約３３０町歩の耕地と山林３万８千町歩余およ

ぴ川鉄砂採取場１５里，牛馬１，６００頭余，目本彩船２０余艘，鍛冶櫨工２，６３０余人

を擁する「鉄山王」とよばれ（ｒ国の礎」１３５～６頁，明治２９年刊参照），山田盛太

郎氏によっ て， 「彪大な林野および砂鉄製錬の結合した構成の，全く目本人ぱ

なれした本格的 ・ユソヶノレ的移態で，地主的土地所有の一極限を指標とするモ

ニュメソタノレた存在」というように特徴づげられた。そして，鳥取県目野郡の

近藤家 ・木村家も同類型であるといわれている（山田，前掲書，４６～５６頁，参照）。

これにたいして，山移の本問家とともに幕末にすでに１，ＯＯＯ町歩をもつ巨大地

主市島家や白勢家は，広犬な農業生産地帯を背景にもち，藩権力と結合しなが

ら土地集積に乗の出してい った 。

　しかしながら，すでに多くの研究が明らかにしているように，裏目本におげ

る巨大土地所有者の殆んとは，明治以降に土地を集積しはじめた。新潟の場合

でい っても，市島 ・白勢家以外でやがて１，０００町歩地主に成長する佐藤伊左衛

門， 二宮孝順，保均定吉，田巻二郎兵衛，田巻丈七郎，今井孫市，市川厚次郎 ，

吉田久平，五十嵐甚蔵，国井伴之丞，渡辺一左衛門，伊藤文吉家たとは，地租

改正以後とくに松方財政を契期として，８６～７年にかげて５００町歩以上の巨大

土地所有者とた った。富山県下の場合もそうである 。例えぱ砺波郡鷹栖村の最

大の地主といわれる大矢四郎兵衛は，１８９９年に約３０町歩の所有者とな っている

が， その大部分は松方財政の時期に集積しており ，またこの地方の地主層のは

とんどがこの時期に土地を集積したといわれている（淡路憲治著ｒ富山県におげ

る地主層と他産業との関連』１１～１５頁，参照）。

　ところで，表６にならっ て， ８７～８８年の土地所有構成を推定すれぽ次のよう

になる 。すなはち，裏目本では新潟の５００町歩以上一このなかにはすでに書い

たように１，ＯＯＯ町歩以上の目本最大の巨大所有者２名が含まれている一の大土

地所有者１４名と ，島根の１名が聾え立ち，３００町歩以上を所有する９名と５０町
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表６　〔推定〕裏日本の土地所有構成

　　　３９

（単位 ：戸）

県宅ｉ 一…町１ 一…町１ 一・・町１ 一１・町１ ～・町１ ～・町ｉ 一・町１ ・町一１
無所有

新　　潟
１４ ５ ４０６ ２， ５６３ １０ ，０３３ ２３

．２１４１
１１１ ，５４９ ２７，２５６ ４４ ，８５９

富　　　山 １ ２０４ １， １４０ ５， ６５０ ８， ７３７ １０，７３１ ５５ ，１０８ １２ ，６２５

福　　井
２７ ２４８ １， ７９７ ５， １５８ １２，５６３ ４８ ，１６４ １２，２１９

鳥　　取 １ 　　１２１・ １９５ ？ ３， ４１３ ８， ５３１ ３３ ，７８８ ２１ ，２１４

島　　根 １ １
６， ８７８ ４， ４００ ２， ６１２ １０ ，９４６ ４６ ，７４５ ３７ ，４２９

歩以上の所有者が新潟に４０６名，富山に２０４名，福井に２７名，鳥取に１２名，島根

に６名存在していたことが判る 。１０町歩以上の所有者となると，新潟で２，５６３

名， 富山で１，１４０名 ，福井で２４８名，鳥取で１９５名，そして島根では実に６，８７８名

も存在していた。これらの階層は明らかに寄生地主そのものであ った。その対

極には，１町歩以下の零細所有者と無所有者の大群が存在していた。新潟で

は， 小作農家が１３万２，５００戸に上 っているから，１町歩以下と無所有者の総数

７万２，１１５戸を上回 っている 。だから，ここでは２～１町歩層の農民までが小

作農の一部を構成していたことになる 。富山では１町歩以下と無所有者は６万

７， ７３３戸存在し，農家全体の実に７３％にも上っていることがわかる 。そして ，

ここでも５万８，４００戸（農家戸数の６１．９％）が小作農家であ った。福井でも１町

歩以下と無所有者は６万３８３戸（７５．脇）におよび，無所有農家の総てと１町

歩以下の半数が小作農家であ ったと考えられる 。鳥取では，１町歩以下と無所

有農家とで５万５，Ｏ０２戸もあり ，それは全農家戸数のなんと８１．５％にも達して

いた。小作農家の比率も裏目本諸県のどこよりも高く ，実に６３．８劣にも及んで

いた。島根では，１町歩以下と無所有農家は８万４，１７４戸 ＝７７．２％，小作農家

戸数が６万４００戸であるから，無所有農家は勿論のこと１町歩以下所有の農家

の殆んどが小作農であ ったことが知られる 。

　小作農家の全農家に占める比率という点でみれぱ，東北６県が２１．９劣（福島）

～４６．８％（秋田），関東７県が２６．３劣（栃木）～４７．７劣（千葉），東山２県が４５．１％

（長野）～５２．６％（山梨），東海４県が３８．３％（静岡）～５１．４％（岐阜），近畿５県が

２６．４％（滋賀）～５０．１劣（兵庫），山陽３県が４０．Ｏ％（広島）～４７．７％（岡山），四国

３県が３６．１劣（徳島）～５４．９％（愛媛），九州７県が３０．５劣（鹿児島）～５０．９劣（福
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岡）とた っているから・４７．７劣（福井）～６３．８劣（鳥取）という裏目本地帯の小作

農家比率の高さが窺われる 。いいかえると ，ここ裏日本地帯では地主 ・小作関

係が最も早く展開したわげである
。

　３）東山地帯　　東山地帯に属する山梨 ・長野はいうまでもなく養蚕 ・製糸

業地帯である ・幕末の開港以来，輸出の大宗は生糸であ った。そのことから ，

後で触れるように・ここでは養蚕とくに製糸業が急速に発達し，しかも大観模

な製糸工場が続生した。このことは，この地方での商品経済の発展を促し，農

民層の分解をもたらした。山梨が１８７７年に富山 ・鳥取に次いで高い小作地率４６

劣を示し・また８７年にも５１劣という高さにあるのもそのためである。これにた

いして・長野は７７年には３０劣と低いが，８７年には３７％となり ，小作農家の比率

も４５１劣という高さを示すにいたっている 。

　山梨では・表３で示したように，８３年から８５年にかけて全耕地の１７．３劣が売

買されている ・残念ながら流質地がどれほどあ ったのかは資料の関係上は っき

りしないが・書 ・質入の年末現在額でみると８４年が３，１０９千円，８５年が４，０４８

千円・８６年４，２１５千円（耕地地価総額の２８．９劣）とな っている 。だから，かなりの

ものが流質地とな ったのではないかと推定され，そのことから８７年の小作地率

が５１劣にも達したものと考えられる 。例えは，茂木家に次いで県下第二の大地

主である根津家の場合についてみると ，８４年に約８０町歩を集積しているが，そ

の集積方法は買取りが５３８劣，質取り地３３４％，公売地買取り９１劣，流地買

取り１８％不明１９劣であ ったといわれている 。公売地と流地はいうまでもた

く書 ・質入地にほかならたいから，根津家の土地集積の４４．３刎よ流地関係を通

じてのものであ ったということができる 。そして翌８５年には，４３町歩の集積の

うちの２９町歩 ＝６７・１劣が公売買敢りと流地によるものであ った。こうして根津

家は・地租改正時に１３町余であ ったのが，約２２０町歩の大地主に成長した（永

原慶二 ・中村政則ほか著ｒ日本地主制の構成と段階」第１章，参照）。

　山梨県下では地価５万円以上層が２人である 。平均反別地価で換算すると ，

地価５万円は１７５町歩と恋る 。この方式で所有地価を換算すると，表７からみ

られるように５０～１０町歩所有者が６８０名とたり ，従ってここでは少なくとも
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６８２名の純然たる寄生地主カミ存在したことにたる 。この対極には４０，８７８戸の１

町歩以下の零細所有者と２０，０７２戸の無所有農民が存在し，この両者でなんと全

農家の８３．３劣強を占めていた。小作農家戸数が４３，８００戸であるから，無所有農

家はいうまでもなく ，１町歩以下の農家の半数以上が小作に依存していたこと

になる 。だから，ここでは東北地帯や裏日本地帯のような巨大地主は存在した

かっ たが，地主 ・小作関係は著しく進んでいたとみることができる 。山梨県で

見落としならたいのは，ユ～５町歩層が土地所有者のわずかに１７．６劣であり ，

１～２町歩層は１脇足らずにしか過ぎたか ったことである 。このことは，松方

デフレの過程でいかに中農層の分解が激しか ったかを物語るものとい ってよか

ろう 。それぱかりではない。２１町６反歩をもつ大地主であ った小川家が，松方

デフレの不況下のたかで僅か１反８畝１３歩へと凋落するという事態さえおこっ

ている（永原 ・中村ほか，前掲書，参照）。

　　　　　　　　　　　　表７　〔推定〕土地所有構成　　　　　　（単位 ：戸）

県名一…町一…町１一・・町一・・町一・町一・町一・町１町一無所有

山　　　梨

長　　　野

　　　　　　　２　６８０　２．２６０　３．８６９　５．４８２　４０．８７８２０，０７２

二二 。８。，ユ３．５．２４９１１ ，。５。。３，。。。１３。，３。。・・，・２・

　これに対して，同じ養蚕 ・製糸地帯である長野県の場合にはやや趣を異にし

ている 。というのは山梨県に比べると小作地率も低く ，また小作農家の割合も

少ない。小作地率でみると７７年に３０％，８３年が３３％，そして８７年でも３７％とな

っている 。この３７劣というのは全国的にみても１７番目であり ，全国有数の製糸

業地帯ということを考えると著しく低いといわなけれぽならない・小作地率は

低いにもかかわらず，小作農家率は８７年には４５１％とな っている 。この比率は

山梨県とくらべると比較にはならたい低さではあるが，小作地率からみると必

ずしも低いとはいえない。このことは，零細所有農家と無所有農家が極めて多

いということから結果されたものということができる 。すなはち・ここでは１

町歩以下所有農家が１３８，３０２戸もあり ，それは土地所有農家の実に７６．９％強で

ある 。これに無所有農家１４，５２９戸を加えると ，全農家戸数のほぼ８５％が１町歩

以下および無所有農家ということになる 。この数は，山梨県の８３・３〃こ比べて
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もはるかに多いということができる 。しかも，推定土地所有でみれぼ，１～２

町歩の中農層が僅かに１３．３刎こしか過ぎない。このことは，取りも直さずこの

階層の分解が急速に進んだことを意味している 。いま ，事例を下伊那郡松尾村

に取りながら具体的に示してみよう
。

　松尾村の土地所有構成の変化を示すと ，次のようにな っている 。

　　　　　　　　　　　表８　松尾村の土地所有構成　　　　　　　　（単位 ：戸）

年次　　０町　～０５町　～１町　～２町　～３町　～５町　～１０町　～２０町　２０町～　　計

１８８３　　　　２１５　　　　　２８８　　　　　　５５　　　　　３４　　　　　　１４

１８８７　　　　２６６　　　　　２５６　　　　　　３６　　　　　　２１　　　　　　１１

８

１１

６２７

６０９

　注 ：松尾村役場所蔵文書（現飯田市）より作成
。

　この松尾村は・天邑川に沿うた農村であり ，晒紙 ・元結 ・製糸業の盛んなと

ころであ った・ここでは１８７６年（明治９）の財産調査では１万円以上の所有者

が５人存在し，そのうちの４人は１７～１４町余の地主であ った。そして８３年には

この５人は２２町２反～１３町３反歩の所有者とな っているが，８７年には２０町以上

の所有者が２名・１０町以上が３名とた っている 。その１人の森本勝太郎は，７６

年には６町７反歩の所有者であ ったが８３年には１８町５反，８７年には１９町２反余

というように着実に所有地を増大した。また，吉川家も１７町余から２３町余，塩

沢家も１６町余から２０町反余というように土地集積してい ったが，福島家は７９年

の１３町３反から８７年には１１町９反余へと１町４反を失っている 。また，製糸業

を営んでいた窪田家は村内第６番目の財産家であり ，８３年には９町８反歩を所

有していたにもかかわらず，８７年には３町５反余というように６町３反余を失

ってい乱それ以下の階層について見れは，７６年に５～２千円（３～６町歩）の

財産所有者が１４人であ ったが，８７年までに所有耕地を増大させた者が３名，減

少させた者が７名もある。同じ・く７６年の２～１千円以上（１．５～３町歩前後）が

３４名であるが，耕地を増大させた者は１１名，逆に減少させた者が１０名存在し ，

なかでも全くの無所有者とな った者が２名ある 。さらに１千円～５００円層（１

町歩前後）が７６年に５９名あるが，このなかで耕地を少しでも拡大した者は１１名 ，

減少させた者は４１名に上っている 。このように見てくると，松方デフレの影響
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がここ松尾村でもどんなに激しいものであ ったかが想像されるであろう 。とく

に注目しておかなけれぱならたいのは，１町歩以下層の激減と無所有者の激増

であり ，また戸数そのものの減少という事態である 。この１８戸は零落した結果 ，

先祖以来の住みなれた故郷をやむなく離れて，異境へ流出したのであろう 。

『農商務統計表』によれぱ，８３年の長野県下の１反歩の損益計算では約１円の

赤字と記録されている 。米の常食率も ，静岡県の駿河地方ですら３０％以下とい

われているから，山間部に位置するここ松尾村ではさらに低か ったと思われる

（小野武夫著ｒ農村史」１４１～４８頁，参照）。

　このように見てくると ，長野では巨大地主は存在しなか ったが，５０町歩以上

の老が５８名，１０町歩以上の老が１，１３１名も存在しており ，それらが無所有農家

と零細所有農家のうち，８万７，７００戸に及ぶ小作農家に寄生していたと考える

ことができるであろう 。この１町歩以下の零細所有農家は，さきにもい ったよ

うに１３万８，３０２戸も存在していたから，少なくともそのうちの半数以上は自作

兼小作とな っていたと考えざるをえない。だから，ここでも地主 ・小作関係は

８６．７年になるとはっきりした彬をとっ ていたということができる 。

　４）関東地帯　　関東諸県の場合には，北関東と南関東とてはかなり違った

様相を呈しているように思われる 。というのは，北関東に属する栃木 ・茨城 ．

群馬と南関東に属する千葉 ・神奈川とでは，小作地率 ・小作農家率およひ所有

地価別の戸数構成や所有耕地別戸数構成の上でかたり異な っているからである 。

北関東のなかでも ，埼玉の場合には東京に近く ，しかも絹織物生産地帯という

こともあ ってか，特異な様相を示しているように思われ乱従って・ここでは

関東地帯を北関東と南関東とに分けて考えてみることにしよう ・

　イ）北関東諸県では，推定土地所有構成でみると５０町歩以上の大土地所有者

は６名であり ，それも群馬に１人，埼玉に７人である ・栃木と茨城には見られ

ない。これに対して，開関東では東京５ ，千葉１ ，神奈川３を見いだすことが

できる 。しかし，１０町歩以上になると ，北関東でもかなり多くの所有者が存

在していることが知られる 。すたはち栃木で６４４名，茨域で１，２０８名，群馬で

４２２名 ，埼玉で２，７５５名とな っている 。この数は南関東に比べるとかなり多いと
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いうことができる 。というのは，南関東では東京２００名，千葉１，２０３名，神奈川

６２６名とな っているからである 。

　北関東での１０町歩以上層の分厚い存在は，８３～４年以後の農民層分解の激し

さによるとい ってよかろう 。栃木では８３～４年から８７年にかげて小作地率が１０

劣も増え，茨城でも４％，群馬では！５劣も激増している 。この激増は，表３で

明らかにしたように，売買およぴ書 ・質入の流地によるものである 。栃木では ，

１８８４年の１年問だげで４，７１５千円にも及んでいる 。しかも８５年の年末現在高は

４， ７７３千円，８６年のそれは６，０５３千円というように鰻上りに増え続げている 。こ

の増加の過程は当然に流質地の増加をもたらしたものと思われるが，確認でき

る資料がない。ともあれ，栃木の場合，売買地価額と８４年１年だげの流質地価

額の合計だげでも地価総額の３８劣にも及んでいた。茨城でも総地価額の３８％が

移動しており ，群馬でも２７％が移動していた。茨城も群馬も流質地価額は８５～

８６年の分だげであり ，８７年に繰越された書 ・質入額は茨城の場合には５，９３５千

円＝ 総地価額の１４．６〃こも上っていた 。

　埼玉では７７年から８３年にかげて４劣増えて４３劣とたり ，北関東ばかりでなく

全国有数の高い小作地率を示している 。ところが，８７年には小作地率は３５〃こ

低下している 。８４年末の書 ・質入地価残額は７，９７２千円＝ 総地価額の１４４〃こ

上っ おり ，８３年のそれに比べると２，２９２千円も多い。だから，次第に流質地も

多くな ったと考えられる 。さきにも書いたように，ここでは激しい困民党の闘

いが続げられたという事実からも，流質地が多か ったことは十分に推測し得る

ところである 。こう考えると ，小作地率が８３年の４３劣からな壱に８７年に３５劣へ

低下したのか判断に苦しまざるをえない 。

　ともあれ，８６年の小作戸数比率は栃木２６．４劣，茨城３５．９岩，群馬３３劣，埼

玉４３．９劣とた っている 。栃木の小作戸数は２２，８００戸であり ，また無所有者は
１３，８６８戸であるから，１町歩未満層の３５，１８３戸の４分の１は小作農家とな って

いたと考えられる 。茨城でも小作農家戸数は５５，４００戸 ＝３６劣を数え，無所有農

家が６，２８５戸であるから，１町歩以下の農家８５，８７５戸の大半が小作に依存して

いたことになる 。同じことは群馬の場合でもいえることである。ここでも無所
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表９　〔推定〕土地所有構成

　　　４５

（単位 ：戸）

県　　名　　～５００町～３００町　～５０町　～１０町　～５町　～２町　～１町　１町～　無所有

栃　　　木

茨　　　域

群　　　馬

埼　　　玉

一　　　　　一　　　　　一　　　　　６４４　　　４．７７０　　　８．８９２　　１６ ．５１４　　　３５．１８３　１３ ，８６８

一　　　　　　一　　　　　　一　　　１ ．２０８　　　６ ．２９５　　２３ ．０１６　　２３ ．２２７　　　８５ ．８７５　　６ ，２８５

一　　　　　　一　　　　　　　１　　　　　４２２　　　４．２１４　　　６ ．３９２　　１５ ．８０４　　　７１ ．５２９　１１ ，１６０

一　　　　　　一　　　　　　　５　　　２．７５５　　１１ ．０８５　　１３ ．７９６　　２２．８７９　　１３４．９７８　１４，５６３

有農家は１１，１６０戸もあり ，１町歩以下の農家が７１，５２８戸も存在している 。この

数は全農家のなんと７５．５刎こも及んでいる 。小作農家が３６１千戸 ：３３劣である

が， この数は無所有農家の数をはるかに越えているのであるから，恐らくは１

町歩以下の農家の３分の１にあたる２５，ＯＯＯ戸は小作に依存していたと思われる 。

埼玉では，しぱしば触れたように，小作地率は８３年には北関東では図抜げた高

さにあり ，８７年には低下したとはいえなお３５劣である 。しかも，そこでは小作

農家戸数の比率は４３．９劣というように北関東では最も高か った。無所有農家の

比率は全農家数の９４劣であるとはいえ，１４，５６３戸という数は北関東のとの県

より多く ，また１町歩以下所有の農家戸数も１１２，０９９戸 ＝７２６％であ った。だ

から，この１町歩以下所有農家と無所有農家が全農家の実に８２労にも上るとい

う， 北関東はかりでなく全国的にみても最も貧窮農民の数が多かったというこ

とができる 。小作農家数では低率であ ったとはいえ，困民党の結成と運動の激

しさの要因はこのようた農家の生産と生活の厳しさにあったと思われる 。

　このように見てくると，北関東では確かに巨大地主といわれるものは存在し

たか ったげれとも ，地主 ・小作関係は確実に進んでいたといわたげれはならな

い。

　口）南関東　南関東諸府県（東京 ・千葉 ・神奈川）では１８８３年には小作地率は

すでに４脇を越え，８７年には東京で４９労，千葉と神奈川では４４〃こ達していた 。

この比率は全国的にみてもかたり高いところに位置している 。そして，ここで

の農家戸数のなかでの小作戸数比も４４．７劣（東京 ・千葉）と４３劣（神奈川）という

ように，全国的にみてもかなり高い水準にある 。

　ここでは，売買や書 ・質入による土地の移動はそれほど高くはなく ，東京で

２０劣，神奈川で１５劣，千葉では９％を示しているに過ぎない。もっともこの３
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県の場合には，書 ・質入が１年分しか判明したいということもあるが，８３年か

ら８５年にかげての売買地価額においても決して多いとはいえない。ただ，神奈

川においては８４年の書 ・質入の年末現在地価額は８，３４２千円＝ 全耕地地価額の

３２４劣，千葉でも８４年末現在で６，９７５千円＝１４８劣あることから考えると ，松

方デフレの影響はかたり深刻なものであ ったと考えてよい。とくに神奈川の場

合には困民党の質地返還閾争が盛んであ っただげに，この８４年の流質額４３２千

円＝ 総地価額の１．７％という数値は低すぎるように思われる 。これらの点につ

いては，もっと郡別での検討が必要であろうがここではそこまで立ち入る余裕

はない 。

表１０　〔推定〕土地所有構成 （単位 ：戸）

県　　名　　～５００町～３００町～５０町　～１０町　～５町　～２町　～１町　１町～　無所有

東　　　京

千　　　葉

神奈川

２００　　　　　５１５　　　２．８８３　　　６ ．００１　　　２２．６５１　１３．２１１

１． ２０３　　　８．４４８　　２２．４８３　　２４．１０３　　１１６ ．０８０　　　　８６４

６２６　　　４．０３８　　１３ ．４８３　　１３ ．９２１　　　７５ ．８８４　　７，５７５

　小作戸数が多か ったということは，とりもなおさず寄生地主が多く存在した

ことを意味する 。事実，１０町歩以上の所有者が東京で２０５人，千葉で１，２０４人
，

神奈川で６２９人という寄生地主が生まれており ，その対極に１町歩以下の零細

所有者と無所有者の大群を作りだされた。その数は，東京で３５，８６２戸 ＝全農家

戸数の６４劣，千葉で１１６，９４４戸 ＝６７．５％，神奈川で８３，４５９戸 ＝７２．２刎こも及ん

でいる 。しかも，２～１町歩層の農民が，千葉では１４％，神奈川では１３劣強 ，

東京では１８．６劣とた っており ，北関東諸県と比べてもその比率は低い。という

のは，栃木が２５％，茨城が１６６％，群馬が１６１％だからである 。だから，南関

東では巨大地主層は形成されなか ったとはい，中農層の分解は激しく進行し ，

そのことによっ て小作地率の高さと小作農家戸数の多さとが生みだされたと考

えてよかろう 。

　５）東海地帯　　東海地帯では，１８７７年に愛知で小作地率はすでに４０刎こ達

しており ，静岡でも３６劣という高さであ った。二重と岐阜では３０％前後にしか

過ぎなか ったが，その後の農民層分解は急速であ った。岐阜ではその後の１０年
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問で１０％も増え，二重でも６％増えた。また，静岡でも愛知でもそれぞれに増

え続げて，４２％と４４％という高さを示すにいた った。この結果，静岡では農家

戸数の４６％，愛知で４７８劣，岐阜で５１４劣，二重で５１４劣が小作農家であ った 。

　このような小作地率の増大と小作農家の彪大な存在は，表３で示しておいた

ように，耕地の移動の激しさによるものであ った。静岡では流質地は８４年と８５

年の二年分しか判らたいが，それで ’も７，７１９千円＝ 全耕地券面額の１８劣が流質

しており ，売買地の４，７５４千円と合わせると全耕地券面額の２９労が移動したこ

とにたる 。しかも ，８６年の書 ・質入の年末現在額が５，５５０千円もあることから

考えると ，流質地はその後もなお増えつづげたものと思われる 。愛知では流質

地は８４～８６年の三年分が判明しており ，その券面額９，７２７千円は全耕地券面額

の１５．１刎こあた っている 。しかし，ここではそれ以上に売買耕地が多く ，その

ために全耕地額面の３２劣が移動していることが知られる 。岐阜では流質地は少

ないようにみえるげれども ，８５年末現在でもたお７，３４５千円もの書 ・質入残額

があり ，それは７４年末よりも多くな っているから，８６年には更におおくの流質

地があ ったものと想定される 。二重でも８４年と８５年との流質額は５，６５８千円で

あるが，８５年の年末現在額は１３，６３４千円という彪大な額に上っている 。この残

額は総地価額の２６．３劣にあた っている 。８６年の流質地価額が不明なため，売買

地価額と８５～８６年の流質額とで総地価額の２６劣とな っているが，実際にはより

多くの土地移動があ ったものと考えられる 。

　こうした土地移動の結果，５万円以上の巨大土地所有者が静岡県で８名，愛

知県で１９名，岐阜県と二重県でつつ３名生まれている 。所有地価を反当地価で

割り ，所有耕地別戸数を組かえると次のようた推定土地所有構成となる 。

　　　　　　　　　　　　表１１〔推定〕土地所有構成　　　　　　　（単位 ：戸）

　　県名 　一・・町１－１・町一・町一・町一・町１１町一無所有

静　　　岡　　　　８

愛　　　知　　　ユ９

岐　　　阜　　　　３

三　　　　重　　　　３

８８０１５．８５６１１１ ．１２４

　　　１３．６５７

１． ６５７　　　　　６ ．９５３　　　　　８ ．８６０

４５３　　　　　２．３４３　　　　　６ ，６０３

ユ８ ．４８３　　　　１０１ ．０４４　　　　２０ ．９２３

３５ ．０２８　　　　　４１ ．２８３　　　１１６ ．７８９

１６ ．３５５　　　　　９１ ．５１３　　　　２３ ．１３７

２６ ．６７２　　　　　８４ ．３５９　　　　１０，７６３

まず静岡についてみれぱ，５０町歩以上の大土地所有者が８戸，１０町歩以上の

　　　　　　　　　　　　　　　（４７）



４８　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第１号）

所有者が８８０戸ある 。この対極には，１町歩以下の零細所有農家が１０１，０４４戸

と無所有農家２０，９２３戸が存在していた。小作地率が３６劣であるにもかかわらず ，

小作戸数の全農家戸数のなかに占める比率が４６劣にものぼるという事態は，こ

の１町歩以下の零細所有者が彪大であるということにもとずくものと思われる
。

この零細所有者は所有者全体の何と７３５劣以上に及んでいる 。２～１町歩の所

有農家も１８，４８３戸（全所有戸数の１３．５％）であるから，２町～１町未満の階層で

全所有戸数の実に８７％を占めていることになる
。

　岐阜の場合にも，小作地率においては僅かに３脇にしか過ぎたいにもかかわ

らず，小作戸数比では５１．４％を示している 。ここでは５０町歩以上の大土地所有

者は僅かに３戸であるが，１０町歩以上の所有者は１，６５７戸にも及んでいる 。こ

の対極には１町歩未満の零細所有農家が９１，５１３戸（全所有戸数の７３劣）もあり
，

また無所有者が２３，１３７戸も存在している 。２～１町歩層も１６，３５５戸（全所有戸

数の１３％）であり ，２町～１町未満層で全所有戸数の８６劣とたる
。

　二重の場合にも，事態は上記二県とはぽ同じである 。すなわち，ここでも小

作地率は３０％であるにもかかわらず，小作戸数比は５１．４劣にも上っている 。５０

町歩以上が３戸，１０町歩以上が４５３戸であるから，大土地所有者の数としては

必ずしも多くはないとい ってよかろう 。にもかかわらず，ここでも１町歩未満

の零細所有者は８４，３５９戸 ：全所有戸数の７０劣にも及んでいる 。また，２町～１

町歩層も２６，６７２戸 ＝２２．１劣強に上っており ，２町～１町歩未満層で所有戸数の

９２．１劣強を占めるということにな っている 。

　愛知の場合には，小作地率も高く（４０～４４劣），また小作戸数比もそれにほぽ

対応して４７．８劣とな っている 。ここでは残念たがら８７年の所有耕地別戸数が判

明したいので，８６～８７年の土地所有構成の推定ができたい。地価別でみれば ，

〕Ｏ万円以上４戸，５万円以上が１５戸もあり ，その対極には４００円未満（反当地

価で換算すると１町歩未満）が２６０，０８４戸も存在する 。農家戸数が２０６，８００戸で

あり ，地価別所有戸数は３０８，７８９戸とた っているから，１０１，９８９戸は農業とは

直接の関係がなかったと考えざるをえない。げれども，この農業と直接の関係

を持たない約１０万戸はほほ地価４００円以下の階層に属していたと思われるから
，
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２６０，０８４戸から１０１，９８９戸を差引くと ，１５８，０９５戸が１町歩未満の零細所有農家

ということになる 。そうだとすると ，この戸数は全農家戸数２０万６，８００戸の

７６．４％強に当たる 。１，ＯＯＯ円未満は反当地価で換算すると約２町歩になるから
，

１，

ＯＯＯ円～４００円層は２～１町歩に相当すると見ることができる 。だから，この

階層に属する３５，０２８戸のすべてを仮に農家と考えると ，それは全農家戸数の

１６．９％を占めることにたる 。このように考えることができるとすれば，２町～

１町歩未満層が全農家戸数の実に９３劣を占めていることになる
。

　東海地帯においては，愛知を除けぱ他の三県は小作地率が急激に増加し，し

かも小作地率からはみることのできない小作戸数の異常な高さと零細土地所有

農家の分厚い存在によって特徴づげられている 。小作地率の増加よりも，小作

戸数と零細土地所有者の分厚さは松方デフレの影響によるものと考えることが

できる 。

　６）畿内地帯　　畿内では，滋賀の小作地率が異常に低いのを別とすれば
，

京都 ・大阪 ・兵庫 ・和歌山の諸府県では小作地率はすべて４０％を越え，とりわ

け兵庫 ・和歌山では５０刎こ近づいている 。大阪ではそれらよりも蓬かに高く
，

５６刎こまで達してい。５６劣といえぱ，富山の６０劣に次ぐ全国第二の高さである
。

畿内におげる小作地率のこの高さは，松方デフレの影響をもろにかぶ ったこと

示している 。というのは・大阪では７７年に３７劣であ ったのが８３年に４７％となり
，

８７年に５６劣という異常な高さに達しているからである 。和歌山でも８７年には７７

年に比べて１５労も増えて４６劣となり ，京都でも４劣増えて４１劣に，兵庫では８３

年の４５％が８７年には追８〃こ上昇しているからである 。この小作地率の変化が小

作戸数の増加と比率の増大をもたらした。京都では小作戸数の比率は４５．８労
，

大阪では３４．３％兵庫では５０．２劣，和歌山では３８．５ガとな っており ，滋賀でも

８７年の小作地率３６劣に対して小作戸数は４１．９劣という高さを示している
。

　畿内の場合には東海地帯と比べると，小作地率と小作戸数比との在り方がや

や異な っているように思われる 。というのは，東海地帯では小作地率よりも小

作戸数比の方がはるかに高い数値を示しているのに対して，畿内では小作地率二

が高いのに小作戸数比はそれほどでもないという現象が見られるからである
。
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このことは・畿内地帯におげる職業構成の変化と密接に関係しているように思

われる ・そのことを最も端的に示しているのが大阪である 。ここでは農業人口

は８３年の６６万２千人が８６年には６０万６千人に減 っており ，８７年には３８万６千人

に激減している 。これに反して，商業従事者が８３年の１０万３千人から８９年の約

２６万人に激増している（ｒ明治緯新以後帝国統計材料彙纂』）。 兵庫でも同じ傾向が

みられる 。すなはち８４年に８９万１千余人であ った農業人口は８７年には７３万８千

余人に激滅し，商業戸数が８６年の５万５千戸から８９年の７万７千戸余に増えて

いる 。和歌山ですら８３年の農業人口３２万６千人が８６年には３０万６千人に減り
，

商業従事者が１万９千人から２万６千人，さらに８８年には３万４千人余を数え

るにいた っている（同上書）。 滋賀においても ，８４年の農業従事者３６万人余が８７

年には３４万９千人余に減り ，表２で示しておいたように，県下の人口自体も急

減するという状況をみせている 。このような離農者の激増が，畿内地帯の農民

層分解の独特の様相を生みだしたと考えてよかろう
。

　小作地率の増加は，地価５万円以上の大土地所有者を生みだした。大阪では
１５人１兵庫で８人，和歌山でも１人がそれである 。大阪の地価１０万円以上は反

当地価で換算すると約１５０町歩であり ，兵庫では約１８０町歩となる 。だから ，

大阪では１５０町歩以上を所有する巨大地主が３名，兵庫では１名ということに

たる 。そして７０町歩以上の大地主層が大阪で１２名，兵庫で７名存在し，さらに

和歌山では地価５万円は８０町歩以上という計算になるからこの大地主が１名う

まれていると見ることができる 。大阪では１０町歩以上が１，０７４名であるから
，

ここから１５０町歩の３宅と７０町歩以上の１２名を差し引くと ，１，０５９名が１０～７０

町歩の間に散在していることにたる 。また，兵庫では１０町歩以上が８２２名も存

在しているから，ここから８０町歩以上の８名を引くと８１４名の地主層が１０～８０

町歩のあいだに分布していることになる 。和歌山でも１０～８０町歩の地主層がす

くなくとも１１０名は存在していたことがわかる 。京都でも ，８４年の地租の納入

額でみると ，稲葉市郎右衛門は７８０円を納入しており ，それはほぼ３０町歩に相

当する 。また，田中源太郎の納入額は５２０円とされているから２０町歩に相当す

る（ｒ京都府議会歴代議員録』参照）。 だからここでも，１０町歩以上の所有者が２４２
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１８８０年伐の階級構成（１）（後藤）

表１２　〔推定〕土地所有構成

　　　５１

（単位 ：戸）

府県名１ 一・・町１ 一・・町１ 一・町１ 一・町１ ・町一１ 無所有

大　　阪 ３３０ ３２９ ７， ７１０ １８ ，５１３ ４２，４０２ ９６ ，３５２

兵　　庫 ８ ８１４ １１ ，０５１ ３３ ，４９１ ！４０ ，８３６ １７，６６０

京　　都 一
２４２ ４， ３１７ １６ ，９６６ ５４，３９７ １９ ，４８９

滋　　賀 一
１３０ ５， ９８８ ４６ ，６７４ ３７，３６２ １２，６１３

和歌山 １ １１０ ５， ６０９ １２，７４６ １４，６２６ ５１ ，９９０

名とされているから，大阪や兵庫とくらべるとその所有揚模は劣るとはいえ ，

地主層がかなりの数存在してしてい℃ことは確かである 。滋賀でも１０町歩以上

は１３０名であり ，地価１万円以上は約１７町歩以上であるからこの階層の４３名の

なかには，１７～８０町歩の所有者が幾人かは存在していたと考えてよい 。

　このように見てくると ，畿内地帯では府県によっ てかなり異た った様相を呈

していることがわかる 。しかし，れぞれの地域特性をもちながらも大地主層が

存在し，それらが１町歩末満の零細農家や無所有農民に寄生し，地主 ・小作関

係を展開していたということができる 。地租改正以後の過程がこのような農業

構造を作りだしたとい っても過言ではなかろう 。その零細所有者は，滋賀では

３７，３６２戸 ＝全戸数の４１．４劣と無所有者１２，６１３戸 ＝１４％の合計５５．４劣である 。京

都では地租１０円以上がほぼ１町歩以上に相当するから，その戸数１６，９６６戸を所

有耕地２町歩以下の戸数７１，３６３戸から差し引くと ，５４，３９７戸が１町歩以下の

零細所有者と見ることができる 。そうだとすると ，この戸数は，全農家戸数の

５７〃こ当たることになる 。そして無所有農家がユ９，４８９戸 ＝全農家戸数の２０％で

あるから，零細所有者と無所有者の合計は７７％ということになる 。大阪では ，

１町歩以下の農家戸数は４２，４０２戸と推定されるから，この全農家戸数比は１８５

％となる 。これに無所有農家の９６，３５２戸は全農家戸数の４２．１劣を加えると ，

６０．６劣が貧農層ということになる 。ただ，大阪の場合には小作戸数が７８，６００戸

とされているから，これは無所有農家戸数を上まわ っていることになり ，この

数値のもとにな っている「帝国統計年鑑」そのものについて検討が必要に思わ

れる 。

　７）　山陽地帯　　ここでは岡山の高さ（４５％）を除くと ，広島 ・山口ではそれ
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ぞれ３５．３６％であり ，小作地率としては必ずしも高いとはいえたい。げれども ，

その増加のテソポからいえばかなり急速であ ったということかもできるであろ

う。 というのは，岡山では，１８７７年の３５劣が８７年には４５刎こ増え，広島では２５

劣が３５％に，山口でも２９劣が３６劣というように急激に増えているからである 。

しかも，この増加の結果として小作戸数の比率は，岡山で４７．７％，広島で４０％ ，

山口でも４６．３劣強とな ってい。だから，この三県でも畿内地帯と同じように ，

小作地率よりも小作戸数比が高いという現象が存在していることがわかる 。

　『興業意見』は，岡山県下の８３年の状況について，「農家にては納租期節毎に

銘銘収穫米を適宜販売し，漸く其の公費に供すといえども，近年価格低落のた

め余裕甚だ多からず，・・ 農家　般非常の困難なり」と書いている 。また，広

島県の状況についても，ｒ方今米価の下落に遭うやその販売するところの代金

は地租地方税其の他町村費に充てて，殆ど余す所なく ，一・・かえ って不足を告

ぐ…・・ 納税の義務あるより衣類または田畑家財を奥売して・一ついに公売処分

を受くるのを不幸を見るに至るもの少なしとせず」といい，山口県下について

も同様の記述をしている（ｒ明治前期財政経済史料集成』第２０巻，所収，参照）。 これ

らの記述は，松方テフレが零細所有農民はかりでなく ，「農家　般」をもいか

に直撃したかを物語っている 。

　事実，この三県での土地移動の状況を見れぱ，その激しさがよく知られる 。

岡山県では，売買だげで殆ど全耕地券面額の約２０〃こも達している 。流質地は

８５年だげしか判明したいが，８４年の年末現在額は，１４，２３０千円，８５年は１６，４１８

千円，８６年のそれは１７，３６９千円というように増え続けている 。８５年の流質額が

３０２千円であるから，８４年と８６年には恐らくそれに近いか，それ以上のものが

流質したものと思われる 。広島県下においても８５年から８７年にかけて売買と流

質地で全耕地の３５％が移動している 。その流質地は８４年と８６年の二年のもので

あるから年８５年度のものが判明すれぱさらに多くの流質地が存在したものと思

われる 。この年の年末現在額は８，５５９千円であり ，それは８４年とのそれよりも

２， ７５２千円も多か った。だから，恐らくは８５年度の流質地はかたりのものに上

っていたと想像される 。山口県下においても ，売買地だげで１１．５％であり ，書

　　　　　　　　　　　　　　　　（５２）



　　　　　　　　　　　　ユ８８０年代の階級構成（１）（賛藤）　　　　　　　　　　　　　５３

・質入による流質額は判明しないが，８４年度の年末現在額は２，８６８千円，８５年

度のそれは３，２７８千円に及んでいた。８５年度末のこの金額は全耕地券面額の１５

％である 。だから，恐らくはここでの流質額もかたりのものに及んでいたもの

と思われる 。山陽道で１町歩末満と無所有者農家が著しく多かったのはそのた

めである 。岡山ではこの農家が推計では１４３，２７４戸 ＝全農家戸数の９５．５％，広

島が１８５ ，９２５戸 ；８６．３劣，山口が１２２，４５３戸 ＝８６．１劣とな っている 。

　これらの零細所有者や無所有農家の上に，岡山と広島では２００町歩の大地主

２戸が聲えたち，１００町歩以上の大地主もそれぞれ５戸と３戸存在していた ・

山口ではこのような巨大地主は存在したか ったとはいえ，それでも５０町歩に近

い大地主層がかたり存在していたことは確かである 。ここでの１万円以下は反

当地価で換算すると３８町歩となる 。だから，この換算反別を単純に当てはめて

みると ，その数は３８戸になる 。岡山と広島では地価１万円はそれぞれ２０～２３町

歩となるから，５万円未満から１万円以上の地価所有者が岡山で２５４戸１広島

で１１９戸とな っている 。したが って ，岡山では２０町歩～１００町歩所有者の間に

はそれぞれの規模で所有者が分厚く存在していたものと考えることができる ・

広島の場合にも ，２３町歩と１１５町歩との問にさまざまな所有層が存在していた

はずである 。

　いま ，前例に従って土地所有構成を推定すれぱ，次のようにな乱

　　　　　　　　　　　　表１３　〔推定〕土地所有構成　　　　　　　（単位 ：戸）

　　県　名　　～５０町　　～１０町　　～２町　　～１町　　 １町～　　無所有

岡　　　山　　　　７

広　　　島　　　　５

山　　　ロ　　　　ー

５５７　　　　　　　８．１５２　　　　　　２５ ．６５４

３７８　　　７．２７７　　２２．０４１

３８１　　　　　　　９ ．７０４　　　　　　１９ ，９３３

１１９ ．７３３　　２３．５４１

１３９ ．６０２　　　　　４６ ．３２３

９８ ．２６１　　　　　３３ ，８２３

　これで見ると ，１町歩未満と無所有戸数の合計は，山陽地帯三県が新潟や大

阪よりもはるかに多く ，全国最大の数であることがわかる 。このことから，２

～１町歩層がかなり薄い存在とな ったということができる 。岡山では２５ １６５４戸

：全農家戸数の１４．４劣，広島では２２，０４１戸 ＝１０．２劣強，山口では９，６３１戸 ＝

６． ７劣とな っている 。この２～１町歩層の薄さは，まさに松方テフレによる農

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３）
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民層分解の有様をそのまま示しているものと考えてよかろう
。

　８）　 四国地方　　四国三県（愛媛 ・徳島 ・寓知）は，それぞれに異な った様相

を呈している 。愛媛の場合には近畿地帯と同じ煩向を示しているが，徳島と高

知ではほぼ似かよっ た状況がみられる 。というのは，愛媛県では１００町歩以上

の大地主が３０戸も存在しているのに対して，徳島と高知では１００町歩以上の大

地主はそれぞれ２戸と１戸を数えるにすぎないからである 。もっとも，ここで

も地価１万円以上（反当地価に換算すると徳島２３町歩以上，高知３５町歩以上）地主は ，

徳島で９４戸，高知で５５戸というように決して少ないとはいえない。これに比べ

ると ・愛媛の場合には地価１万円以上（反当地価換算で２５町歩以上）が３１４戸も

あり ，四国ばかりでなく目本全国をとっ てみても際立っている 。

　四国三県では違いはあ ったが，１８８３年から８６年にかげての急激に変化したと

いう点では共通していた 。

　徳島では・この剛こ地価券面額の４０劣が売買および流質地とな っている 。そ

れ以外に・ここでは公売処分に付された土地が８５年に７４１町歩余，８６年には

６０５町歩余もある 。この合計面積は全耕地面積の２．８劣にも及んでいる 。これは ，

愛媛県に次ぐ多さである 。高知県では，売買券面額しか判明しないが，それだ

けでも１９．１劣とな っており ，８５年末現在の書 ・質入券面額が３，０８５万円＝ 全耕

地額面の１４劣に及んでいる 。それ以上に注目したげればならないのは，８５年の

公売処分地が２５１町歩，８６年のそれも１５９町歩余とな っていることである 。こ

の合計面積は全耕地面積からみればＯ．５劣にしかすぎないとはいえ，公売処分

をうげた人数からみると８５年度の場合の１，４６１人は全国で１７番目に位置してい

る・ 公売処分にあ った面積をその人数で割ると ，一人当たり１．７反に相当する

から，零細所有者がこの被害者であ ったことがわかる 。

　愛媛県では事態はもっと深刻であ った。ここでの売買による土地移動は，全

耕地の２３．１劣であ ったが，公売処分に付された耕地は８５年に２３３町歩，８６年に

は何と４，２３６町歩にも及んでいる 。この合計面積は比率としては全耕地面積の

僅か３３％にしか過ぎないとはいえ，面積の絶対数からいえは全国最大であり ，

それだげに大地主層への土地集中の絶好の機会ともな ったわけである 。それは

　　　　　　　　　　　　　　　　（５４）
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かりではない。ここでの流質額は判明しないが，８６年の書 ・質入の年末現在額

は福岡 ・岡岬こ次いで多く ，１６，８８５千円＝ 全耕地券面額の３２劣にも及んでいた 。

だから相当額の流質地があ ったものと想像される 。このような特異た状況が ，

四国三県のなかでの愛媛県の違いをもたらしたものと思われる 。

　四国三県では，いま見てきたように，土地の移動状況や大土地所有者の状態

等の点でかなり違っていた。大土地所有者の出自も ，高知の島内家は元郷士で

あり ，その「領知」を地租改正によっ て所有権として認められ，松方デフレの

過程で土地を集積した（後藤靖著ｒ士族反乱の研究』参照）。 これに対して，愛媛

と徳島の巨大地主は商業＝高利貸資本家として農民に吸着し，売買および書 ・

質入という方法で土地の集積にのりだしている 。ともあれ，前例にしたが って ，

土地所有構成を推定すれぱ次のようになる 。ただ，高知県については所有耕地

別農家戸数が不明であるため，土地所有構成の推定は不可能である 。

県　　名

愛　　　媛

徳　　　島

高　　　知

表１４　〔推定〕土地所有構成

～５０町　　～１０町　　～２町　　～１町

３０

２

１

（単位 ：戸）

１町～　　無所有

１． ２９１　　　　　　１１ ．９７９　　　　　　１８．５５０　　　　　　８８．３６２　　　　　　１１４．２８９

５７４　　　　　　６ ．４５８　　　　　　８．４９７　　　　　６３．２４３　　　　　　１６ ．６９４

　　３．５２１　　　　　　　　　　　　８．１５４　　　　　１１ ．４３４　　　　　　６１ ，５０３

　これによると ，愛媛では５０町歩以上の大地主，それも２５０町歩以上（地価１０万

円以上）が５戸，１００町歩以上（地価５万円以上）が２５戸もある 。５０～１０町歩以

上の所有老が１，２９１戸あるが，その中には地価１万円（２５町歩以上）が３１４戸あ

る。 これに反して，２～１町歩層が１８，５５０戸，１町歩以下が８８，３６２戸，無所有

農家が１１４，２８９戸も存在する 。無所有農家だげで全農家戸数の４７劣を占め，こ

れと１町歩以下所有農家とで実に８６４％にも及んでいることがわかる 。小作農

家が約１２万９千戸であるから，無所有農家以外の農家も小作に依存していたこ

とになる 。徳島では１００～２００町歩（地価５万円以上）が２戸，２３町歩以上（地価

１万円以上）が９４戸も存在している 。さらに２０～１０町歩以上の所有者が４７８戸

存在していたことになる 。これに反して，１町歩未満の零細所有農家が６３，２４３

戸， 無所有農家が１６，６９４戸もあり ，この両者で全農家の８３．８％にも及んでいる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５）
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高知でも１６５町歩以上（地価５万円以上）が１戸，１万円以上＝３５町歩以上が５５

戸もある ・この対極には，地価４００円未満層 ＝１町歩以下の零細所有者と無所

有者が少なくとも１２万戸存在していた。この１２万戸という数は，全農家戸数を

上まわっているから，その全部が農家であ ったわげではない。都市在住の商 ・

工業者や雑業者が多く含まれていると考えられる 。表２によると，高知県での

有業者数の６７３％が農業従事者とな っているから，これを１２万戸に単純にあて

はめると約８万戸とたる 。この数は，農業戸数８万４，６００戸からみて必ずしも

過大な数ではたい。そうだとすると，１町歩以下と無所有者とで全農家の９０劣

近くを占めていたことになる 。こうして，四国三県ではそれぞれに違った様相

を示しながらも地主 ・小作関係が著しく進展していたと見ることが出来る
。

　９）九州地方　　九州七県は北部と南部とではかたり違った状況を示してい

乱北九州では・福岡 ・佐賀 ・長崎の小作地率はともに高く ，８７年には福岡で

４７％佐賀で４１％長崎で３８劣に達している 。しかも ，福岡では７７年にすでに

４５劣の高さに達していたにもかかわらず，その後の過程で２劣も上昇している 。

佐賀では，７７年の３４劣から８３年の３７劣，そして８７年の４１％へと急速た増加を示

しているのである ・長崎では，この二県と比べるとやや低いげれども ，７７年の

３１労が８７年には３８劣というように７劣も増大していることが知られる 。南九州

の小作地率は，熊本の８７年の４６劣という異常な高さを別とすれぱ，他の諸県は

ほぽ３０劣前後にある 。熊本ではすでに７７年に４０劣という高さにあり ，しかもそ

の後も増え続げた。他の諸県では小作地率は低いとはいえ，大分では７７年の１９

劣が３２劣というように急速に増加しており ，鹿児島でも２２劣から２９〃こ増加し

た。

　ところで・佐賀と熊本では８３年から８６年にかけてそれぞれ全耕地券面額の

４０劣もの耕地が移動している 。佐賀の場合には流地が８４年と８５年の二年分しか

わからないが，８６年度の書 ・質入券面額の残高が８５年度のやく二倍にあたる

４・

５０３千円にも上 っているから，８７年にはかなり多くの流質地があ ったものと

想定される 。このことは，８３年から８７年にかけての４劣もの小作地率の増加か

ら理解できるであろう 。熊本の場合も８７年度の書 ・質入残額が８６年度のそれと

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６）
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はぼ同じ額の５，１７５千円にもおよんでいるから，８７年度の流質地もかなり多か

ったと思われる 。福岡では，売買された耕地券面額しかわからないが，その券

面額１１，３６０千円は全耕地券面額の２１．５％強に当た っている 。８６年度末現在の書

・質入残額が２０，０６２千円（全耕地券面額の３８％）も存在しているから，流質地も

かたりな数に上っていたと思われる 。大分や鹿児島の小作地率の急激た増加も

売買と流質地によるものであるが，大分の場合には８５年度の一年分，鹿児島で

は８４年と８５年の二年分しか判明していない。大分での書 ・質入の残額は８５年に

８， ６９３千円（全耕地額面の３２．６％）に上 っているから，このうちかたりなものが

流質地とた ったのではないかと想定される 。鹿児島でも８６年度のそれは８５年の

２． ２倍に当る２，８３９千円（全耕地額面の１０％）であるから，表４で示したものより

実際にははるかに多か ったとの思われる 。このことは，地租その他公課不納に

よっ て公売処分に付された土地が６７０町歩余に上っていることからも推測され

る。 長崎の場合には，表３では壁かに１３％しか土地の移動がないように見える

が， その売買耕地額面は８４年と８５年の二年分であり ，流質地も８５年度の一年分

でしかない。ここでは，公売処分に付された土地が５１１町歩にも上っていた 。

　北九州と南九州とでは，農民層の分解と小作地率に於いて明らかな違いが存

在していた。そのことから，また地主層の存在形態の違いも現れている 。

　　　　　　　　　　　　表１５　〔推定〕土地所有構成　　　　　　　　（単位 ：戸）

県　　名 ～５０町
～・・町１

～５町 ～２町 ～１町
・町一１

無所有

福　　　岡 ４ １， １９７ ６． ２１３１　
一

２４ ，５３４ ８６ ，９２０ ３０ ，２００

佐　　　賀 ２ ２３０ ４， ６５７ １５ ，０９６ ５０ ，９２６ ３， ８４０

長　　　崎 ３９ ４７４ １， ９ユ７１５，０５７ １４，５６４ ８５ ．３１５ ８， ７６４

熊　　　本 ８９ ５， ９２６ １８ ，６６０ １４１ ，４８０

大　　　分 ｉ
２， ８９６ １３ ，４６４ １１２ ，５７６

宮　　　崎 ２５ １． ５０８１　　１１ ，８３１ １８ ，４６５ ３９．１８８１２，９５４

鹿　児　島 １８８ ５・ ８７３ 　１１５
・３４８ ３０ ，５９０ １３４ ，０８２

　北九州では，１００町歩異常の巨大地主が福岡で４名，佐賀でも２名存在し ，

長崎でも５０町歩以上の大地主が３９名も現れている 。福岡と佐費では，地価５～

１万円＝２５町歩以上の地主がそれぞれ２５０名と４８名いることがわかる 。また ・

この三県で１０町歩以上の地主層も ，表５での推定によると ，福岡で１，１９７名
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７）
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佐賀で２３０名，長崎で４７４名存在していることが知られる 。この対極に，１町

歩以下の零細所有者と無所有者が福岡で１１７，１２０戸 ＝全農家戸数の７４劣，佐賀

で５４，７６６戸 ＝７２．３％長崎で９４，０７９戸 ＝８１％も存在している 。小作農家の比率

も全農家戸数の５０．９劣（福岡），３７．８劣（佐賀），４０．９％（長崎）という状態に次

っている 。だから，無所有農家は勿論のこと，１町歩以下の零細農の多くも小

作に依存していたことになる 。このように見てくると ，この三県では，地主 ・

小作関係が明瞭な形をとっ て進展していたということができるであろう
。

　南九州の場合にも，決して巨大土地所有者が存在しなかったわげではない 。

ぞどころか・鹿児島では地価５万円以上＝３００町歩以上の所有者が２名，地価

１万円以上＝６０町歩以上の大土地所有者が１８６名にも及んでいることが知られ

る。 また地価１万円未満～１千円以上＝６０～６町歩以上が５，８７３名存在するか

ら， １０町歩以上の地主層がかなりの数に上っていたと考えることができる 。こ

の対極には・１町歩未満（地価４００円未満）層の零細所有者が２６．８９６２戸存在し

ていた・ここでの農家戸数は１８６，１００戸であるから，１町歩以下所有者の約半

数に当たる１３４，８９７戸が農業と関係していることがわかる。そうだとすれは ，

１町歩未満と無所有農家が全農家戸数の７２５劣を占めていることになる 。小作

農家戸数が５６，８００戸とされているから，零細所有農と無所有農の４２劣強が小作

に依存していたということができる。大分でも地価１万円以上＝３０町歩以上

の大土地所有者が３４名あり ・その対極には，１町歩以下（地価４００円未満）層が

１４４，０７８戸あり ，小作農家が４９，９００戸あるから，１町歩所有者と無所有農家の
９４，１７８戸は大土地所有者に依存しながら農業生産に従事していたことにたる

。

宮崎でも地価１万円以上＝約５０町歩以上の大地主が２５名も存在していた。それ

に１０町歩以上の土地所有者も５４８戸あ った。それとは反対に，１町歩未満層が
３９，１８８戸と無所有農家が２，９５４戸存在していたことが知られる 。ここでは，小
作農家が２３，１００戸といわれているから，無所有農は勿論のこと，零細所有老の

大半が小作関係のなかに組み込まれていたということができる
。

　１０）小括　　以上おおまかに各地帯別の検討をおこな ってきたが，ここでそ

れをふまえながら，全国的な総括をおこな っておこう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８）
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　松方財政政策の展開は，何れの地帯を問わず中 ・貧農層の生産と生活を直撃

し， その多くを没落させてい った。しかも，その土地喪失は殆どが券面額を大

幅に下回る低価格での売買と流質によるものであり ，また公売処分という彬態

をとっ ていた。この農民層の貧窮分解は，東北 ・北関東 ・裏目本地帯 ・近畿諾

県・ 山陽諸県においてより激しく進行した。このことは，次の１８７７年から８８年

にかげての小作地率の増加別によっ ても知られるであろう 。

　　　　　　　　　　　　表１６府県別小作地率増加

増加率１ 府 県 名

～５％ 山彩 ・山梨 ・京都 ・愛知 ・島根 ・高知 ・福岡

～７ 東京 ・長野 ・静岡 ・三重 ・福井 ・山口 ・鳥取 ・佐賀 ・長崎 ・熊本 ・鹿児島

～９ 岩手 ・福島 ・茨城

～１３ 秋田 ・宮城 ・栃木 ・千葉 ・新掲 ・富山 ・岐阜 ・岡山 ・広島 ・大分

～１５ 和歌山

～２０ 青森 ・群馬 ・大阪

出典 ：表４に同じ 。

　東北諸県では，山彬の１％を除けぱ，他の諸県は８劣（岩手）～１６％（青森）

も小作地率が増えており ，北関東でも８劣（茨城）～２０劣（群馬），裏目本では島

根の４％を除けぱ他の諸県は６劣（鳥取）～１１劣（富山），山陽でも７％（山口）～

１０％（岡山 ・広島）も増加していることがわかる 。近畿諸県でも京都の４％を別

とすれぽ，和歌山の１５％ ・大阪の１９％増というように著しい増加が見られる 。

小作地率の増加があまり際立っていない山梨 ・京都 ・愛知，島根，福岡では ，

すでに見たように，７７年にそれぞれ４６％，３７劣，４０劣，４５％４５劣という高い

比率に達していた。しかも，これらの諸県でも書 ・質入金額がきわめて多か っ

たことは前述したところである 。このように見てくれぽ，たとえ小作地率の目

立っ た増加が現れていないとしても，何れの地方においても中 ・貧農層の貧窮

分解は激しく進行していたことが知られるであろう 。

　中 ．貧農層の貧窮分解を利用しながら，その対極には大地主層が彬成されて

いた。全国の土地所有構成を推定すれぱ，次のようになる 。

　地域的には巨大地主の分布状況は異な っているが，全国では５０町歩以上の大

地主が１，９５０戸，１０町歩以上が３５，６３５戸も存在することがわかる 。勿論，この

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９）
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表１７　〔推定〕土地所有構成 （単位 ：戸）

～５０町 ～１０町 ～５町
１～・町

～１町 １町～ 無所有

東北
４３３ ５， ８９５ ２９ ，１４８ ６４ ，０２０ １１９ ，０４１ ２５１ ，８２９ ６２，４６３

北関東 ６ ５， ０２９ ２６ ，３６４ ５２，０９６ ７８，４２４ ３２７，５６５ ４５ ，８７６

南関東 ９ ２， ０２９ １３ ，Ｏ０１ ３８ ，８４９ ４４，０２５ ２１４，６１５ ２１ ，６５０

東山
６０ １， ８１１ ７， ５０９ １５ ，０２４ ２９ ，３９１ １７９ ，１８０ ３４，６０１

裏目本 ６７８ １１ ，０２４ ２１ ，８８０ ４３ ，１３４ １５４，３２０ ２１１ ，０６１ １２８ ，３４６

東海
３３ ２， ９９０ １５ ，１５２ ２６ ，５８７ ６１ ，５１０ ２７６ ，９１６ ５４ ，８２３ 愛知の～１０以下除く

近畿
３３９ １， ６２５ ３４ ，０３６ １２８，３９０ ２８８，８２３ １９８，１０４

山　陽 １２ １， ３１６ ２５ ，１３３ ６７，６２８ ２５７，５９６ １０３ ，６８７

四　国 ３３ １， ８６５ １８，４３７ ２７，０４７ １５１ ，６０５ １３０ ，９８３ 高知は除く

九州
３４７ ２， ０５１ ２９ ，６７５ ７２，６５０ ２９３ ，６５９ １８，７５８ 熊本，大分，鹿児島

除く

全　国 １， ９５０ ３５ ，６３５ ３７２，５１６ ７８２ ，４２６ １， ９９８ ，０３９ ７９９ ，２９１

戸数はあくまでも推定であるから，確定的なことはいえない。けれども，実際

とそれほどかけはなれた数ではあるまい。しかも ，この５０～１０町歩層のなかに

は， 愛知 ・高知 ・熊本 ・大分 ・鹿児島の諸県は入っていない。だからこの諸県

の状況が判明すれぽ，１０町歩以上の地主層はさらに多くなることになる 。１０町

歩以上といえぱ，所有耕地のほとんどを小作に出していたはずである。また ，

１０～２町歩所有者層とりわけ１０～５町歩所有者層のほとんども ，その所有耕地

のかなりの部分を小作させていた。その小作人は，いうまでもなく無所有農家

の約８０万戸と１町歩以下の約２００万戸，あるいは２町歩以下の約７万８千戸の

合計３１５万８千戸のうちの７５〃こ当たる２３７万戸であ った。この２３７万戸は ，

全農家戸数５４２万戸７千戸の実に４３７刎こ上っている 。このように見てくると ，

１８８６～８７年の時点で地主 ・小作関係がほぼ確立してい ったとい っても差し支え

あるまい 。

　地主制の成立 ・確立期をめくっ ては，安良域盛昭氏と中村政則氏との問での

明治２０年代初頭（安良城）か明治３０年代（中村）と見るかの論争をきっ かげにし

て， 有元正雄，山崎隆三氏をはじめ多くの人々がこの論争に コミットされた 。

この論争は，地主制を天皇制および目本資本主義とどのように関連させて捉え

るべきかという ，天皇制国家論 ・目本資本主義論をその根底にもっ ていた。こ

の分析視角は正しいと ，私も考える 。ただ，私は，地主制を中村氏のように目

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０）
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本資本主義の確立と同時にその一環として確立したという捉え方て１はたく ・先

進資本主義列強のイソパクトに抗しながら，アジア侵略をめざしての明治政府

の強引な上からの資本主義の形成＝資本の本源的蓄積政策と関連させてとらえ

るべきであり ，そして地主制の移成 ・確立が天皇制国家と目本資本主義の彩成

・確土遇程の構造を窺定したと捉えるべきだと考える 。

　１１）国公有地と皇室付属地　　地租改正でいま一つ見落としてたらないのは １

国公有地と皇室付属地の形成の問題である 。地租改正のもう一つの狙いは・い

うまでもなく国有地を作りだし，国家の直接的た物質的基礎を形成することで

あっ た。 実際，地租改正が終了した１８８３年には全国土の５６．５％が国公有地とな

った。この国公有地の殆どは山林 ・原野であ ったとはいえ，その山林は檜 ・杉

・松の美林地帯であ った。その意図は，次のようなものであ った 。

　…　概して多少積年慣行無之地は有之間敷，右を民有地と相認侯はは１自今

　以後官地は従来の官林及人跡も無之深山の之に帰し，余は悉く民有と可相成 ・

　然る上は百事目進の今目に当たり ，勧農 ・授産 ・学校 ・開拓 ・水利 ・堤防 ・

　道路 ・橋梁 ・鉄道 ・電線 ・鉱山 ・牧場等を初め，百事新設の事業は至る処多

　少障害を生ぜざるは有之問敷　　遂に邦国の富強にも関せんか。云々

　この「百事新設の事業」のなかには，「後来製艦材必要の事に付き・第一槻

・楠 ・樫 ・樫之類，第二檜 ・松 ・杉 ・槙等も地質に応じ植え付け」という計画

もふくまれていた。だから，美林地帯の国公有地化は建設材ぱかりでたく ，建

艦材の確保という目的をもっ たものであ ったと見ることができる 。また，この

ようた目的に利用するために，人跡未踏の深山ではなく ，「運輸便利」な地帯

を強引に囲い込んだわけである 。鉱山の国有とともに山林の国有化は，まさに

目本型囲い込みというべきであろう 。

　それはかりではない。表１８からも分かるように，この国有地の一部が皇室御

料地に編入され，国家権力の最頭部たる天皇家の物質的基礎が構築されたので

ある 。

　これによると，地租改正が終了した時に国土の５６．５％が官有地となり ，そ

の後も確定作業が進められて８９年には全国土の６０．８％にまで増えた。この官有

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１）
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　表１８国土の所有区分 （単位 ：千町歩）

区分 １種 　類 １・… １・… ｌ１… １・… １ １８８９

皇 室 地
０． ６ １５ ４１ １， １２９ ３， ６５４

御 陵 地
０． ２ Ｏ． ３ Ｏ． ３ Ｏ． ３ ０． ３

官有地 神 杜 地 ユ３ １３ １３ １３ １６

官 用 地 １７ ２６ ７４ ７４ ７９

官 林 ５， ５９２ １７，６３６ １８ ，９５５ １８，１５３ １７，６５１

計 ５， ２９６ １７，６９１ １９ ，０８９ １９ ，０８９ ２１ ，４０１

耕 地 ４， ４８６ ４， ５３６ ５， ０６４ ５， ０４１ ５， ０４４

民有地 山 林 ６， ９０２ ７， ７８０ ８， ３１６ ８， ３６７ ８， ３８５

他　　共　　計 １１ ，７５２ １２，６７１ １３ ，８２０ １３ ，７９４ １３ ，８１６

　注 ：ｒ帝国統計年鑑』より作成 。

地のなかで最も特徴的なことは，皇室付属地の急速な増大である 。すなわち ，

８０年には６００町歩であ ったのが８５年には１万５千町歩となり ，８８年には１１２万

９千町歩，８９年には３６５万４千町歩とな っている 。３６５万町歩余といえば全九

州の面積に匹敵する広さであり ，国土の全面積の実に１７劣余にも上っている 。

もっともその大半は山林 ・原野であ ったが，田畑も１８９７年（明治３０）には３５７町

歩に及んでいた。この９７年度の状況を見ると ，皇室自身の農作物の作付げ反別

が４３８町５反とな っているから，原野の耕地化が相当に行われていたものと思

われる 。そのための常用農夫は７，１７４人，臨時雇が３４，２３３人，事務員が２，９０５

人とた っている 。だから，皇室はまさにユソケル型経営者にほかならなか った 。

そればかりでなく ，貸付地が宅地１２５町歩，耕地６，９０４町歩（このなかには田 ・

畑だけでたく原野も含まれていると思われる），営林６，７１５町歩余，開墾地１０，３９９

町歩，その他２８，３９６町歩もあり ，合計５２，５４２町歩余に及んでいる（大正二年ｒ帝

室統計書」）。

　このように見てくると ，皇室は目本最大の寄生地主であり ，またユソケノレ型

の資本家的農業経営者として土地所有者階級の上に聾え立っていたということ

ができる 。地租改正は，国公有地を作りだすとともに皇室を目本最大の寄生地

主たらしめたのである 。

（６２）




